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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

(1）連結経営指標等      

売上高（百万円） 48,281 58,165 66,690 72,803 106,098

経常利益（百万円） 1,283 985 1,574 1,651 2,530

当期純利益（百万円） 607 414 753 577 804

純資産額（百万円） 6,325 6,653 8,204 9,079 9,686

総資産額（百万円） 18,700 22,840 24,455 41,851 42,758

１株当たり純資産額（円） 786.17 828.46 918.08 962.07 1,010.64

１株当たり当期純利益（円） 82.85 47.61 86.17 65.00 89.44

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
－ － 85.48 － 86.35

自己資本比率（％） 33.8 29.1 33.6 20.4 22.6

自己資本利益率（％） 11.7 6.4 10.1 6.9 8.8

株価収益率（倍） 13.6 20.0 19.3 17.1 6.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
773 1,164 1,893 848 4,485

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,395 △3,268 △1,735 △7,331 △1,714

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,949 1,989 △154 7,299 △1,021

現金及び現金同等物の期末残高

（百万円）
2,029 1,915 1,919 2,735 4,484

従業員数（人）

（ほか、平均臨時雇用者数）

739

(806)

858

(1,047)

903

(1,256)

1,392

(2,177)

1,435

(2,294)

(2）提出会社の経営指標等      

売上高（百万円） 47,955 57,425 66,356 72,508 87,446

経常利益（百万円） 1,284 1,059 1,544 1,674 2,666

当期純利益（百万円） 609 423 744 605 1,330

資本金（百万円） 1,985 1,985 2,486 2,486 2,736

発行済株式総数（千株） 7,990 7,990 8,883 8,883 9,582

純資産額（百万円） 6,314 6,541 8,088 8,465 10,129

総資産額（百万円） 18,469 22,450 24,087 32,969 38,497
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回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

１株当たり純資産額（円） 784.92 815.01 905.44 952.63 1,056.86

１株当たり配当額（円）

(うち１株当たり中間配当額)

15.00

(－)

17.00

(－)

20.00

(7.5)

17.00

(8.5)

17.00

(8.5)

１株当たり当期純利益（円） 83.29 49.23 85.58 68.20 148.04

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
－ － 84.89 － 142.92

自己資本比率（％） 34.2 29.1 33.6 25.7 26.3

自己資本利益率（％） 11.8 6.6 10.2 7.3 14.3

株価収益率（倍） 13.5 19.3 19.5 16.3 3.9

配当性向（％） 18.0 34.5 23.4 24.9 11.5

従業員数（人）

（ほか、平均臨時雇用者数）

723

(801)

848

(1,044)

892

(1,253)

968

(1,429)

1,025

(1,523)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第46期及び第47期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３．第49期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

４．第47期の１株当たり配当額には、当社株式の㈱東京証券取引所への一部指定記念配当金２円を含んでおりま

す。

５．第48期の１株当たり配当額には、当社創業50周年記念配当金５円を含んでおります。

６．純資産の算定にあたり、第49期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。
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２【沿革】

年月 事項

昭和33年３月 薬局店舗営業と薬品製造業を目的として大阪市都島区善源寺町二丁目８番14号にて設立。

昭和43年11月 大阪府外への出店第１号店として奈良店（奈良県奈良市）を開店。

昭和45年２月 本部を大阪市旭区高殿四丁目22番40号に移転。

昭和46年１月 フランチャイズ第１号店として豊里店（大阪市）を開店。

昭和48年７月 健康食品の開発を目的として㈱健美舎（現・連結子会社）を設立、健康食品のＰＢ商品化を開始。

　　　　12月 中部地区への出店第１号店として四日市店（三重県四日市市）を開店。

昭和49年11月 関東地区への出店第１号店として飯塚店（群馬県高崎市）を開店。

昭和50年５月 東北地区への出店第１号店として仙台店（仙台市）を開店。

昭和51年９月 北陸地区への出店第１号店として越後高田店（新潟県上越市）を開店。

昭和52年２月 直営店舗数が50店舗となる。

昭和53年１月 医薬品の開発、製造を目的として㈱東洋医学国際センター（現・㈱健美舎）を設立。

（昭和62年１月　㈱東洋メディコに商号変更。）

（平成19年１月　㈱健美舎へ吸収合併。）

昭和56年４月 四国地区への出店第１号店として徳島店（徳島県徳島市）を開店。

　　　　10月 健康食品専門販売店であるナチュラルウェイ第１号店として玉城店（三重県度会郡）を開店。

平成３年７月 調剤薬局チェーンの㈱メディネットを買収し、関東地区における調剤部門の強化を図る。

　　　　10月 郊外型大型店（スーパードラッグストア）第１号店として加島店（大阪市）を開店。

平成４年７月 本部を大阪府吹田市江坂町一丁目22番26号に移転。

平成10年２月 直営店舗数が100店舗となる。

平成12年３月 大阪府門真市に物流センターを開設。

　　　　９月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。

平成15年２月 ㈱東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

平成16年３月 ㈱東京証券取引所市場第一部に指定。

　　　　６月 ドラッグストアを展開する㈱ドラッグエルフを買収し、関西地区におけるドミナント戦略の強化及び

販売網の拡充を図る。

　　　　11月 当社連結子会社であった㈱メディネットを吸収合併。

平成17年１月 当社連結子会社であった㈱ドラッグエルフを吸収合併。

平成18年９月 直営店舗数が200店舗となる。

　　　　10月 ドラッグストアを展開する㈱ジェイドラッグ（現・連結子会社）を買収し、四国地区における販売網

の拡充を図る。

　　　　12月 ドラッグストアチェーンの㈱ニッショードラッグ（現・連結子会社）を買収し、関西地区におけるド

ミナント戦略の強化及び販売網の拡充を図る。

　　　　12月 当社グループ店舗数が300店舗となる。

平成19年１月 ㈱健美舎が当社連結子会社であった㈱東洋メディコを吸収合併。

　　　　８月 本部を大阪市淀川区宮原四丁目５番36号に移転。 
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３【事業の内容】

当社グループ（当社及び連結子会社）は、㈱キリン堂（当社）及び連結子会社３社により構成されております。

その主な事業の種類別の内容は次のとおりであります。

小売事業　　　…　当社、㈱ジェイドラッグ並びに㈱ニッショードラッグが、医薬品、健康食品、化粧品、育児用品及び

雑貨等の小売を行っております。

製造卸売事業　…　㈱健美舎が健康食品並びに医薬品等の製造販売を行っております。

また、当社は、連結子会社である㈱ニッショードラッグの発行済議決権付普通株式638株（発行済株式の77.0％）を

保有しておりましたが、平成19年9月に39株、平成19年12月に残る152株を追加取得し、完全子会社化いたしました。

なお、当連結会計年度において、当社から㈱ニッショードラッグに対し、商品の供給を開始したことに伴い、事業系

統図を次のとおり変更いたしております。
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４【関係会社の状況】

連結子会社

名称 住所
資本金
（百万円）

事業内容

子会社の
議決権に
対する所
有割合
（％）

関係内容

役員の兼任等
資金援助
（百万円）

営業上の取引

㈱ジェイド

ラッグ
大阪府吹田市 10 小売事業 100

兼務　　３人

（うち当社従業

員１人）

出向　　24人

－
当社商品の販売

（当社フランチャイズ店を経営）

㈱ニッショー

ドラッグ

（注）２

神戸市東灘区 1,112 小売事業 100
兼務　　５人

出向　　５人
－

当社商品の販売

（当社フランチャイズ店を経営）

㈱健美舎 大阪府吹田市 20
製造卸売事

業
100

兼務　　３人

出向　　７人
－ 健康食品・漢方薬等の購入

　（注）１．「事業内容」欄には、事業の種類別の名称を記載しております。

２．㈱ニッショードラッグは特定子会社であります。

３．上記子会社のうちには有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４．「子会社の議決権に対する所有割合」は直接所有であります。

なお、親会社、関連会社及びその他の関係会社については該当事項はありません。

５．㈱ニッショードラッグについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める

割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 　　(1) 売上高　　　　28,440百万円

　　　　　　　　　   (2) 経常利益　　　　 435百万円　

　　　　　　　　　   (3) 当期純利益　　　 105百万円　

　　　　　　　　　   (4) 純資産額　　　 2,657百万円　

　　　　　　　　　   (5) 総資産額　　  10,141百万円　

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 （平成20年２月15日現在）

事業の種類別の名称 従業員数（人）

小売事業 1,423 (2,291)

製造卸売事業 12 (3)

合計 1,435 (2,294)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（　　）外数で記載しております。

２．従業員数及び臨時雇用者数が当連結会計年度においてそれぞれ43人及び117人増加しておりますのは、小売

事業における新規出店に伴う新規採用によるものであります。

(2）提出会社の状況

 （平成20年２月15日現在）

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

1,025　（1,523） 33.0 5.8 4,235,073

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（　　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は平成19年３月から平成20年２月までの年間給与支払額及び賞与支払額の平均であります。

３．従業員数及び臨時雇用者数が当事業年度においてそれぞれ57人及び94人増加しておりますのは、新規出店に

伴う新規採用によるものであります。

(3）労働組合の状況

　現在、当社及び連結子会社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好な状態であります。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績が堅調に推移したことから、設備投資の増加や雇用状況の改善が

進み、景気は緩やかに拡大を続けました。しかし、米国のサブプライムローンに端を発した世界的なクレジットリスク

による金融不安の影響や、原油をはじめとする原料価格の高騰が食料品の値上げなどの消費者物価に影響し始め、景

気の先行きが不透明な状況となっております。

当社が属するドラッグストア業界では、上位企業による積極出店並びに価格競争の激化、改正薬事法の施行に伴う

異業態の新規参入等が予想され、Ｍ＆Ａや資本・業務提携等の再編が一段と加速しております。

このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）は、関西地域ドミナント化の一層の推進を目的に、新

たに「2015年　売上高2,000億円・500店舗」体制を目指し、今期を「次なる成長ステージに向けての踊り場・利益体質

への転換」と位置づけ、その実現のための施策を推進してまいりました。

まず、連結子会社である㈱ニッショードラッグとのグループシナジーを追求すべく、当上半期に「仕入先・システ

ム・物流センター」を統合し、当下半期から仕入を一本化いたしました。さらに、㈱ニッショードラッグにおきまして

は、不採算店の閉店を積極的に進める一方、リロケーションや改装等を次期から着手・実行できる体制づくりに注力

いたしました。また同時に、関西地域ドミナント化推進のもと、スーパードラッグストアの積極出店を行うとともに、

既存店の活性化による利益率の向上に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,060億98百万円（前年同期比45.7％増）、営業利益23億21百万円（同

77.0％増）、経常利益25億30百万円（同53.2％増）、当期純利益８億４百万円（同39.3％増）となりました。

事業の種類別の業績は次のとおりであります。

小売事業におきましては、関西地域ドミナント化推進のもと、当社がスーパードラッグストアとして、平成19年２月

の金沢元町店（石川県金沢市）を含め京都府３店舗、兵庫県４店舗、滋賀県３店舗、三重県１店舗、石川県２店舗、香川

県１店舗の合計14店舗の出店を行いました。さらに、既存店の活性化対策として、当社が、伊丹鴻池店（兵庫県伊丹

市）を含め18店舗、連結子会社が４店舗、合計22店舗の改装を実施いたしました。

また、当連結会計年度に、当社がスーパードラッグストア５店舗・小型店６店舗の計11店舗、連結子会社がスーパー

ドラッグストア６店舗・その他１店舗の計７店舗、合計18店舗を閉店いたしました。

以上により、当連結会計年度末の当社グループ店舗数は、以下のとおり（合計304店舗）となりました。

 ㈱キリン堂 ㈱ジェイドラッグ ㈱ニッショードラッグ 合計

スーパードラッグストア 162 5 80 247

（内、調剤薬局併設型） （15） （－） （8） （23）

小型店 49 1 3 53

（内、調剤薬局併設型） （2） （－） （－） （2）

（内、調剤薬局） （15） （－） （－） （15）

その他 1 － － 1

ＦＣ店 3 － － 3

合計 215 6 83 304

この結果、売上高は、1,059億２百万円（前年同期比45.8％増）となりました。

  製造卸売事業におきましては、販売促進に注力いたしました結果、売上高は、１億96百万円（前年同期比5.9％増）と

なりました。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ17億48百万円

増加し、44億84百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、得られた資金は44億85百万円（前年同期比36億36百万円増）となりました。これは、主に新規出

店等に伴う売上高の増加、仕入債務の増加額11億66百万円、減価償却費10億85百万円、のれん償却額４億17百万円等

の増加要因及び、売上債権の増加額１億３百万円、法人税等の支払額７億81百万円等の減少要因によるものであり

ます。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は17億14百万円（前連結会計年度は73億31百万円の支出）となりました。これは、

主に新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出10億26百万円、連結子会社株式の追加取得による支出

６億98百万円、貸付による支出２億47百万円、店舗敷金保証金の支出１億69百万円、貸付金の回収による収入３億５

百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は10億21百万円（前連結会計年度は72億99百万円の収入）となりました。これは、

主に短期及び長期借入金の収支による支出超過16億11百万円、割賦代金の支払による支出２億55百万円、配当金の

支払１億50百万円等によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業の種類別ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称
当連結会計年度

（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

前年同期比（％）

小売事業（百万円） － －

製造卸売事業（百万円） 255 106.9

合計（百万円） 255 106.9

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 商品仕入実績

　当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称
当連結会計年度

（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

前年同期比（％）

小売事業（百万円） 77,332 141.2

製造卸売事業（百万円） 386 82.1

合計（百万円） 77,719 140.7

　（注）１．事業の種類間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
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(4) 販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称
当連結会計年度

（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

前年同期比（％）

小売事業（百万円） 105,902 145.8

製造卸売事業（百万円） 196 105.9

合計（百万円） 106,098 145.7

　（注）１．事業の種類間の取引については相殺消去しております。

２．小売事業における品目別売上高は次のとおりであります。

区分

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

売上高（百万円） 構成比（％）

店舗売上高 商品売上高

医薬品 22,493 21.2

健康食品 4,534 4.3

化粧品 27,789 26.3

育児用品 4,897 4.6

雑貨等 41,444 39.1

計 101,158 95.5

 調剤売上高 4,448 4.2

小計 105,606 99.7

その他 295 0.3

合計 105,902 100.0

３．上記店舗売上高における提出会社及び国内子会社の売上高構成比ならびに各社の地域別売上高は次のとお

りであります。

(a) 売上高構成

会社名 売上高（百万円） 構成比（％）

提出会社 76,594 72.5

国内子会社 29,011 27.5

合計 105,606 100.0

(b) 地域別売上高

a．提出会社

地域別

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日） 内容

売上高（百万円） 構成比（％）

埼玉県計 （１店舗） 507 0.7  

千葉県計 （４店舗） 781 1.0  

東京都計 （４店舗） 762 1.0 平成19年６月１店舗減

神奈川県計 （１店舗） 73 0.1  

EDINET提出書類

株式会社キリン堂(E03353)

有価証券報告書

 10/108



地域別

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日） 内容

売上高（百万円） 構成比（％）

石川県計 （10店舗） 3,853 5.0

平成19年２月１店舗増

平成19年４月１店舗増

平成20年２月１店舗減

三重県計 （10店舗） 3,018 4.0

平成19年７月１店舗減

平成19年７月１店舗増

平成19年８月１店舗減

平成20年２月１店舗減

滋賀県計 （25店舗） 9,014 11.8

平成19年２月１店舗増

平成19年７月１店舗増

平成19年11月１店舗増

京都府計 （15店舗） 5,349 7.0

平成19年３月１店舗増

平成19年５月１店舗増

平成19年12月１店舗増

大阪府計 （60店舗） 21,679 28.3

平成19年７月１店舗減

平成19年８月１店舗減

平成19年９月１店舗減

兵庫県計 （45店舗） 16,573 21.6

平成19年７月１店舗増

平成19年９月１店舗増

平成19年９月１店舗減

平成19年10月２店舗増

奈良県計 （20店舗） 7,342 9.6 平成19年６月１店舗減

和歌山県計 （２店舗） 322 0.4  

徳島県計 （13店舗） 6,918 9.0 平成19年９月１店舗減

香川県計 （２店舗） 397 0.5 平成19年９月１店舗増

合計 （212店舗） 76,594 100.0  

（注）（　）内の店舗数は、平成20年２月15日現在の店舗数を示しております。
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ｂ．国内子会社

会社名 地域別

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日） 内容

売上高（百万円） 構成比（％）

㈱ジェイドラッグ 香川県計 （６店舗） 979 3.4 平成19年10月１店舗減

㈱ニッショード

ラッグ 
京都府計 （１店舗） 318 1.1 平成19年７月１店舗減

 大阪府計 （51店舗） 17,348 59.8

平成19年２月１店舗減

平成19年７月１店舗減

平成19年９月２店舗減

平成20年１月１店舗減

 兵庫県計 （31店舗） 10,366 35.7  

小計 （83店舗） 28,032 96.6  

合計 （89店舗） 29,011 100.0  

（注）（　）内の店舗数は、平成20年２月15日現在の店舗数を示しております。

４．主要顧客別売上状況

主要顧客（総売上実績に対する割合が10％以上）に該当するものはありません。

５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

ドラッグストア業界は、ここ十数年来、豊富な品揃えと低価格路線にて成長してまいりました。しかしながら、超高

齢社会への突入や生活習慣病の蔓延を背景に、お客様の健康・美容に対するニーズは一層高まっており、医療の一端

を担うドラッグストアとして、より専門性の高い情報・サービスの提供拠点としての役割が期待されております。

　さらに、ドラッグストア業界全体の成長が続く一方で、中小チェーンの淘汰と大手チェーンによる寡占化という二極

化が進んできております。これは、大手企業各社の出店競争、異業態を巻き込んだ熾烈なる価格競争や加速する合併・

提携によるものであり、今後、さらなる本格的な競争時代に入っていくものと予想されております。

　このような情勢の中、当社グループは「2015年　売上高2,000億円・500店舗」体制を目指し、グループ全体としてシナ

ジーを追求しながら、次のテーマに全力で取り組んでまいる所存であります。

①出店戦略と既存店舗の活性化

当社は「歩いて６分、自転車で６分、自動車で６分」の６～８千世帯の小商圏のファミリーをターゲットに店舗

を展開、関西大商勢圏に集中することによるドミナント化を推進しております。今後は「2015年　売上高2,000億円・

500店舗」体制の達成に向け、年度調整を重ねながら、スーパードラッグストアの出店強化を図ってまいります。

　また、業界の合併・提携及び再編・統合の加速化に応じ、ドミナント戦略として、引き続きＭ＆Ａを含めた多店舗

展開も積極的に実施してまいります。

　さらに、当社グループといたしましては、改装・増床等により活性化を図るとともに、立地環境等の変化により採

算の見込めない店舗については、リロケーションを視野にスクラップを行ってまいります。

②人材教育と薬剤師の確保

セルフメディケーションの受け皿となる「かかりつけ薬局」としての機能を充実させるため、登録販売者資格の

取得等による専門性の高い接客サービスの提供、スーパードラッグストアに併設する調剤薬局の開局推進を強化す

る必要があると考えております。

　以上の認識から、その中核となるべき社員教育の強化と、お客様に信頼される人材育成に注力してまいります。

さらに薬剤師の確保と質の向上につきましては、重要な経営課題として取り組み、当社グループが目指す「地域コ

ミュニティの中核」を担う店舗づくりを目指してまいります。 

③経営の効率化

当社グループは、さらなる成長にむけての組織体制及び店舗システムの整備・改善により、経営基盤の強化を図

るとともに、ローコストオペレーションの推進による経営の効率化に取り組んでまいります。

　また同時に、財務体質強化にも力を入れており、有利子負債の圧縮とともに、機動的な資金調達を企図しつつ資本

政策の柔軟性を確保するという目的から、平成18年12月８日開催の取締役会において第１回乃至第５回新株予約権

の発行を決議し、同年12月25日に発行いたしております。

　なお、当連結会計年度における新株予約権の行使額面総額は、500百万円であります。

④内部統制の整備

コンプライアンス委員会並びにリスク管理委員会を中心に、コンプライアンスの体制強化、リスク管理、内部統制

システムの機能充実を進め、経営に影響を与える諸要因に対し、迅速かつ的確に行動できる体制づくりの構築を進

めております。
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４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項については、以下のようなものがあります。

なお、下記事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

(1) 法的規制について

 ① 「薬事法」等による規制について

当社グループは「薬事法」上の医薬品等の販売をするにあたり、各都道府県の許可・指定・免許・登録及び届出

を必要としており、医薬品販売許可、薬局開設許可及び保険薬局指定等の許可を受けて営業しております。

平成18年に改正薬事法が公布され、平成21年には全面施行されることが予定されておりますが、この改正により、

スーパーやコンビニエンスストア等一般小売店での医薬品の販売が可能となり、販売体制は大きく変化していくこ

とが予想されます。この結果、当社グループの収益に影響を与える可能性があります。

さらに、食品の一部、たばこ、酒類等の販売については、食品衛生法等それぞれ関係法令に基づき、所轄官公庁の許

可・免許・登録等を必要としており、当該法令等の改正により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

また、当社グループの調剤売上高は、健康保険法に定められた薬価基準に基づく「薬剤に係る収入」と、同法に定

められた調剤報酬点数に基づく「調剤技術に係る収入」から成り立っております。「薬剤に係る収入」は、厚生労

働大臣の決定をもって薬価基準としてその販売価格が定められており、また「調剤技術に係る収入」の料金体系も

同様に定められております。

従いまして、薬価基準の変更があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ② 出店に関する規制について

当社グループは、事業展開の軸として店舗網の拡大を図っておりますが、店舗の新規出店及び既存店舗の増床に

際して「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という）により次の規制を受けております。

すなわち、売場面積が1,000㎡超の店舗については、政令指定都市の市長または都道府県知事への届出が義務づけ

られており、交通渋滞、ごみ処理、騒音など出店に伴う地域の生活環境への配慮が審査事項となるほか、「大店立地

法」と同時に成立した「改正都市計画法」においては自治体の裁量で出店制限地域が設定されるなど、今後の新規

出店及び既存店舗の増床について法的規制が存在しております。また、「大店立地法」の規制外の店舗であっても、

地元自治体等との交渉の動向によっては、出店近隣住民等との調整を図ることが必要となる可能性があります。

このため、上述の法的規制等により、今後の出店に際し「大店立地法」または各自治体の規制を受ける可能性が

あり、計画どおりの新規出店及び既存店舗の増床等ができない場合には、今後の当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

(2) 店舗政策について

当社グループは、関西大商勢圏における地域シェア及び当社グループの認知度を高めることを重視したドミナン

トエリア施策を推進し、その拡大・強化を図っており、今後もこうした出店政策をさらに進めていく方針でありま

す。

当社グループが新規出店する際の出店先の選定については、敷金保証金や賃借料等の出店条件、商圏人口等を総

合的に勘案いたします。当社グループは常に個別店舗の採算を重視した店舗展開を行っており、当社グループの出

店条件に合致する物件がなければ、出店予定数を変更することが必要となるため、当社グループの業績見通しに影

響を及ぼす可能性があります。

また、健全な利益計画を推進するための不採算店の閉店及び業態変更、減損損失の計上に伴い、特別損失が発生す

る可能性があります。

(3) 出店にかかる敷金保証金等について

当社グループは、関西大商勢圏における地域シェア及び当社グループの認知度を高めることを重視したドミナン

トエリア施策を推進し、その拡大・強化を図っており、店舗賃借のための敷金保証金及び建設協力金は、店舗数の増

加に伴いその金額が増加しております。

今後、当社グループの店舗が入居するディベロッパー等が倒産し、敷金保証金や建設協力金の回収が不能となっ

た場合、その規模によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(4) 薬剤師の確保について

薬局(ドラッグストアを含む)の開設及び経営にあたっては、薬事法により各店舗ごとに薬剤師を配置することが

義務づけられているほか、薬剤師法により調剤業務は薬剤師でない者が行ってはならないとされております。

　業界全体におきまして、平成18年４月入学から薬科大学の修業年限が６年間に延長されることも含め、薬剤師の採

用、確保は重要な課題となっておりますが、当社グループにおきましても、今後の店舗拡大に際しては薬剤師の確保

が重要であり、確保の状況が出店計画に影響を及ぼす可能性があり、薬剤師が確保された場合においても人件費の

高騰が続いた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 個人情報の管理について

当社グループは、ポイントカードシステムの運用に伴う顧客情報を含め、個人情報取扱事業者として店舗及び調

剤業務で取り扱う顧客情報を共有するほか、従業員に関する個人情報を保有しております。

　当社グループとしては、情報管理については、社内規程を定めるなど十分注意して漏洩防止に努めておりますが、

万一個人情報が漏洩した場合には、社会的信用の失墜や訴訟の提起による損害賠償、「個人情報の保護に関する法

律」に基づく行政処分等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 調剤業務について

医薬分業がますます進展するに従い、処方箋の応需枚数が加速度的に増加することが予想されます。当社グルー

プは、薬剤師の調剤技術や薬剤知識の向上について積極的に取り組んでおります。

　また、調剤ミスを防止すべく複数体制等の導入により、万全の管理体制のもと、細心の注意を払い調剤をしており、

かつ、調剤全店において「薬局賠償責任保険」に加入しております。

　しかしながら、調剤薬の欠陥・調剤ミス等が発生し、将来訴訟を受けるようなことがあった場合、当社グループの

社会的信用の失墜や多額の損害賠償金額の支払い等により、業績にも影響を及ぼす場合があります。

(7) ＰＢ（プライベート・ブランド）商品について

当社グループでは、ＰＢ商品の開発を行っており、現在750以上のアイテムを提供しています。開発にあたっては、

品質の管理チェック、商品の外装、パッケージ、販促物等の表示・表現の適正さについて、各種関係法規・安全性・

社会的貢献性・責任問題等多角的な視点から、表示・表現の適正化を行っております。

しかしながら、当社グループのＰＢ商品に起因する事件・事故等が発生した場合、当社グループの事業計画や業

績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) その他の事項について

①Ｍ＆Ａ等の投資について

　当社グループは、当社の事業目的に沿ったＭ＆Ａも重要な経営課題のひとつとして位置づけております。

Ｍ＆Ａを行う際は、その対象企業の財務内容や契約関係等について、詳細なデューデリジェンスを行うことに

よって極力リスクの低減に努めておりますが、Ｍ＆Ａを行った後に、偶発債務や未認識債務が発生する場合等

が考えられます。

　さらに、連結子会社の取得に当たり、支配獲得時点での純資産と子会社株式の取得額の差額は、のれんとして

連結貸借対照表に計上されます。のれんは、連結対象会社ごとに、その超過収益力の効果の発現する期間にわ

たって均等償却を行う必要があります。また、連結対象会社の業績が大幅に悪化し、将来の期間にわたって損失

が発生する状態が続くと予想される場合には、減損会計により相当の減額を行う必要が生じ、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。

　当連結会計年度においては、のれんは５年～10年を償却期間としており、その期末残高は37億61百万円であり

ます。　

②財務制限条項について

　　当社は、設備資金を確保するとともに、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行７行と貸

出コミットメントライン契約を締結しており、これらには資本の減少及び経常損失の計上に関する財務制限条

項が付されております。万一、当社の業績が悪化し、制限条項に抵触した場合には、当該契約による借入金の返

済を求められる結果、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

　コミットメントライン契約の締結

当社は、平成18年３月30日付で、設備資金を確保するとともに、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的

に、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行及び㈱みずほ銀行など７行との間でコミットメントライン契約を締結しております。　　

(1）シンジケート方式によるコミットメントライン

① 融資枠設定金額　 　　　　　 35億円

　② 契約期間　　　　　　　　　　平成18年３月30日から３年間

　③ アレンジャー兼エージェント　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

　④ 参加金融機関　　　　　　　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、㈱りそな銀行、中央三井信託銀行㈱、㈱第三銀行、信金中央金

庫、住友信託銀行㈱

(2）相対方式によるコミットメントライン

① 融資枠設定金額　　　　　　　15億円

　② 契約期間　　　　　　　　　　平成18年３月30日から３年間

　③ 契約先　　　　　　　　　　　㈱みずほ銀行

 

６【研究開発活動】

当社グループは、お客様の多様化するニーズにお応えするため、当社グループ会社の企画によるＰＢ商品の企画開

発を行っており、現在750以上のアイテムを提供しております。

特に、医薬品及び健康食品については、東洋医学思想の「医食同源」のもと、自然から生まれた薬品や食品を一般化

し、高品質を主眼としつつ、手軽に購入できる商品であることを目標にしております。

この方針のもと、当社グループ内で製造卸売事業を営む㈱健美舎では、医薬品及び健康食品を企画開発しており、現

在、同社の開発商品は、健康食品で約100品目、医薬品で約90品目となっております。

７【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項については、有価証券報告書提出日（平成20年５月14日）現在、入手しうる情報に基づい

て当社グループが判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１．連結財

務諸表等　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。これらの見積りについ

ては過去の実績等を勘案し、合理的に判断しておりますが、見積りには不確実性が伴い、実際の結果と異なる場合

があります。

(2) 当連結会計年度の財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、427億58百万円（前連結会計年度末418億51百万円）となり、前期末比９億７百万

円増加いたしました 。そのうち流動資産は、206億39百万円（同189億69百万円）で前期末比16億69百万円増加い

たしました。その主な要因は、現金及び預金の増加によるものであります。固定資産は、221億19百万円（同228億81

百万円）で前期末比７億62百万円の減少となりました。その主な要因は、のれんの償却によるものであります。

これに対する当連結会計年度末の負債の合計は、330億72百万円（同327億71百万円）となり、前期末比３億円増

加いたしました 。そのうち流動負債は、239億26百万円（同237億78百万円）で前期末比１億48百万円の増加とな

りました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の減少によるものであります。固定負債は、91

億45百万円（同89億92百万円）で前期末比１億52百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金の増加

によるものであります。

当連結会計年度末の純資産の合計は、96億86百万円となりました。純資産より新株予約権を除いた自己資本は96

億83百万円となり、前連結会計年度末85億46百万円と比較し、11億37百万円増加いたしました。その主な要因は、当

期純利益８億４百万円によるものであります。また、自己資本比率は22.6％（同20.4％）で、純資産の増加により、

前年同期比2.2ポイントの増加となっております。
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 (3) 当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度の売上高は、当社の新店効果と㈱ニッショードラッグの連結効果により、小売事業で1,059億２百

万円（前年同期比45.8％増）、製造卸売事業で１億96百万円（同5.9％増）となり、全体として1,060億98百万円(同

45.7％増）となりました。

損益面に関しましては、ヘルス＆ビューティケア及びＰＢ商品の販売強化や、販促政策の見直し並びに値引きコ

ントロールを推し進め、既存店の活性化による利益率の向上に努めてまいりました。さらに、㈱ニッショードラッ

グとのグループシナジーを追求すべく、当上半期に「仕入先・システム・物流センター」を統合し、当下半期から

仕入を一本化いたしました。

結果、売上総利益は、279億60百万円（同53.9％増）、売上総利益率26.4％（同1.4ポイント増）と改善いたしまし

た。

また、販売費及び一般管理費は、販管費率の高い㈱ニッショードラッグを新規連結したこと等の影響により、販

管費率24.2％（同1.0ポイント増）と上昇したものの、売上総利益率の改善に伴う売上総利益の増加が、販売費及び

一般管理費の増加を上回り、営業利益23億21百万円（同77.0％増）、営業利益率2.2％（同0.4ポイント増）、経常利

益は、25億30百万円（同53.2％増）、経常利益率2.4％（同0.1ポイント増）となりました。

さらに、当期純利益は、減損損失等の特別損失を計上したことなどもあり、８億４百万円（同39.3％増）、当期純

利益率は、前連結会計年度と同じ0.8％となりました。

(4）経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第一部　企業情報　第２　事業の状況　４．事業等のリス

ク」に記載のとおりであります。

(5）経営戦略の現状と見通し

当社グループは、これらの状況を踏まえて、「2015年　売上高2,000億円・スーパードラッグストア500店舗」の達

成を目指し、関西地区でのドミナントエリアの構築とグループシナジー効果の追及に取り組んでまいります。詳細

は「第一部　企業情報　第２　事業の状況　３．対処すべき課題」に記載のとおりであります。

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループは、償却前利益と回転差資金等から生じる営業キャッシュ・フローを新規出店に投資しておりま

す。当連結会計年度は、営業キャッシュ・フローの増加で、新規出店等の投資活動によるキャッシュ・フローをカ

バーしております。また、財務活動によるキャッシュ・フローにおいても、新株の発行や短期借入並びに長期借入

の借り換えを実施、安定的な資金調達体制を実現しております。

当連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は税金等調整前当期純利益20億71百万円に減

価償却費10億85百万円、仕入債務の増加額11億66百万円等の増加から、法人税等の支払額７億81百万円等を差し引

いた結果、前連結会計年度より36億36百万円多い44億85百万円を獲得しております。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は有形固定資産の取得による支出10億26百万円、連結子会社株式の追

加取得による支出６億98百万円等により、前連結会計年度より56億16百万円少ない17億14百万円を使用しており

ます。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期及び長期借入れによる収入96億円、新株の発行及び新株予約権

出資金相当額の預りによる収入14億96百万円等で増加しましたが、短期及び長期借入金の返済による支出112億11

百万円等で減少し、10億21百万円(前年同期72億99百万円の調達)を使用しております。

この結果、当連結会計年度における資金は前連結会計年度に比べ17億48百万円増加し、44億84百万円となりまし

た。

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

経営者の問題認識と今後の方針につきましては、「第一部　企業情報　第２　事業の状況　３．対処すべき課題」

に記載のとおりであります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度中における当社グループの設備投資としましては、小売事業において、金沢元町店を含む14店舗の新

規出店と伊丹鴻池店を含む22店舗の改装で、設備投資額としては、15億50百万円であります。

　また、製造卸売事業における重要な設備投資はありません。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却はありません。

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社
 （平成20年２月15日現在）

事業所名
（所在地）

事業の種類別
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

(人)建物及び構
築物

土地
（面積㎡）

敷金
保証金

その他 合計

店舗計

（212店舗）
小売事業 販売設備 6,168

10

(324.00)
5,358 257 11,795

928

[1,572]

 
埼玉県

（１店舗）
小売事業 販売設備 12 － 16 2 31

10

[4]

 
千葉県

（４店舗）
小売事業 販売設備 11 － 45 2 59

17

[7]

 
東京都

（４店舗）
小売事業 販売設備 23 － 84 4 112

23

[8]

 
神奈川県

（１店舗）
小売事業 販売設備 － － 18 － 18

3

[1]

 
石川県

（10店舗）
小売事業 販売設備 551 － 162 9 722

50

[74]

 
三重県

（10店舗）
小売事業 販売設備 169 － 289 13 473

49

[46]

 
滋賀県

（25店舗）
小売事業 販売設備 685 － 905 37 1,629

107

[208]

 
京都府

（15店舗）
小売事業 販売設備 497 － 468 17 984

62

[145]

 
大阪府

（60店舗）
小売事業 販売設備 1,043

10

(324.00)
1,403 83 2,541

261

[421]

 
兵庫県

（45店舗）
小売事業 販売設備 2,023 － 1,230 46 3,300

175

[364]

 
奈良県

（20店舗）
小売事業 販売設備 292 － 370 16 679

82

[157]

 
和歌山県

（２店舗）
小売事業 販売設備 0 － 20 － 20

7

[5]

 
徳島県

（13店舗）
小売事業 販売設備 781 － 327 19 1,128

72

[116]

 
香川県

（２店舗）
小売事業 販売設備 76 － 14 3 93

10

[16]

その他計 小売事業
統括業務

設備ほか
188

6

(173.65)
291 26 512

97

[22]

 
本部

（大阪市淀川区）
－ － 27 － 89 26 143

97

[22]

 舎宅 － － － － 9 － 9 －

 その他 － － 161
6

(173.65)
192 － 359 －

合計 － － 6,357
16

(497.65)
5,649 284 12,308

1,025

[1,594]

(2) 国内子会社

1）㈱ジェイドラッグ
 （平成20年２月15日現在）
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事業所名
（所在地）

事業の種類別
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

(人)建物及び構
築物

土地
（面積㎡）

敷金
保証金

その他 合計

店舗計

（６店舗）
小売事業 販売設備 5 － 38 3 47

12

[34]

 
香川県

（６店舗）
小売事業 販売設備 5 － 38 3 47

12

[34]

その他計 小売事業 設備 － － 26 － 26
12

[1]

 その他 － － － － 26 － 26
12

[1]

合計 － － 5 － 65 3 73
24

[35]

2）㈱ニッショードラッグ
 （平成20年２月15日現在）

事業所名
（所在地）

事業の種類別
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

(人)建物及び構
築物

土地
（面積㎡）

敷金
保証金

その他 合計

店舗計

（83店舗）
小売事業 販売設備 1,051

443

(1,119.00)
1,884 92 3,470

315

[719]

 
京都府

（１店舗）
小売事業 販売設備 － － 27 － 27

4

[7]

 
大阪府

（51店舗）
小売事業 販売設備 645 － 1,225 54 1,926

194

[441]

 
兵庫県

（31店舗）
小売事業 販売設備 405

443

(1,119.00)
631 37 1,517

117

[271]

その他計 小売事業
統括業務

設備ほか
127

191

(548.92)
317 9 645

59

[1]

 
本部

（大阪市淀川区）
－ － － － － － －

59

[1]

 舎宅 － － － － 1 － 1 －

 その他 － － 127
191

(548.92)
315 9 644 －

合計 － － 1,178
634

(1,667.92)
2,201 101 4,116

374

[720]

3）㈱健美舎
 （平成20年２月15日現在）

事業所名
（所在地）

事業の種類別
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

(人)建物及び構
築物

土地
（面積㎡）

敷金
保証金

その他 合計

吹田工場

(大阪府吹田市)
製造卸売事業 生産設備 1 － 12 0 15

3

[3]

本社

(大阪府吹田市)
製造卸売事業 統括業務設備 0 － － 0 1

9

[-]

合計 － － 1 － 12 1 16
12

[3]

(3) 在外子会社

　該当事項はありません。

（注）１．帳簿価額「その他」は、機械装置及び運搬具、器具・備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。

なお、金額には消費税等を含めておりません。

２．敷金保証金には、金融商品会計に係る会計基準適用前の建設協力金を含めております。

３．従業員数の[　　]は、臨時従業員数を外書しております。

４．提出会社の設備の稼動状況は、次のとおりであります。

 （平成20年２月15日現在）
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地域別 建物床面積（㎡） 売場面積（㎡） 賃貸面積（㎡）

店舗計
(105,787.81)

178,484.87 139,180.85 1,866.50

 埼玉県計
(532.05)

532.05 203.02 －

 千葉県計
(725.07)

725.07 539.05 －

 東京都計
(682.51)

682.51 537.26 －

 神奈川県計
(133.91)

133.91 62.04 －

 石川県計
(1,347.75)

9,000.05 7,469.54 －

 三重県計
(2,813.94)

5,352.76 4,154.39 －

 滋賀県計
(19,415.79)

25,642.50 19,644.34 615.4

 京都府計
(9,711.10)

14,180.82 10,701.98 220.06

 大阪府計
(28,318.48)

42,126.70 33,294.86 501.50

 兵庫県計
(20,684.44)

43,353.60 33,871.13 －

 奈良県計
(12,498.42)

16,364.95 12,470.87 529.54

 和歌山県計
(498.74)

498.74 380.49 －

 徳島県計
(5,325.47)

16,791.07 13,284.14 －

 香川県計
(3,100.14)

3,100.14 2,567.74 －

その他計
(9,966.24)

12,293.35 － 4,924.20

 
本部

(大阪市淀川区)

(1,105.65)

1,105.65 － －

 舎宅
(3,509.06)

3,509.06 － －

 その他
(5,351.53)

7,678.64 － 4,924.20

合計
(115,754.05)

190,778.22
139,180.85 6,790.70

　（注）上記中（　　）書きの面積は内数で、賃借分を示しております。
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５．国内子会社の設備の稼動状況は、次のとおりであります。

(1）小売事業

1）㈱ジェイドラッグ

 （平成20年２月15日現在）

地域別 建物床面積（㎡） 売場面積（㎡） 賃貸面積（㎡）

店舗計
(2,366.30)

3,528.16 2,906.49 －

 香川県計
(2,366.30)

3,528.16 2,906.49 －

その他計
(737.20)

737.20 － 651.20

 その他
(737.20)

737.20 － 651.20

合計
(3,103.50)

4,265.36
2,906.49 651.20

　（注）上記中（　　）書きの面積は内数で、賃借分を示しております。

2）㈱ニッショードラッグ

 （平成20年２月15日現在）

地域別 建物床面積（㎡） 売場面積（㎡） 賃貸面積（㎡）

店舗計
(48,172.40)

56,159.66 49,729.39 －

 京都府計
(806.49)

806.49 721.57 －

 大阪府計
(31,640.39)

35,548.60 31,354.72 －

 兵庫県計
(15,725.52)

19,804.57 17,653.10 －

その他計
(10,802.89)

13,256.17 － 4,597.26

 舎宅
(717.28)

717.28 － －

 その他
(10,085.61)

12,538.89 － 4,597.26

合計
(58,975.29)

69,415.83
49,729.39 4,597.26

　（注）上記中（　　）書きの面積は内数で、賃借分を示しております。

(2）製造卸売事業

 （平成20年２月15日現在）

会社名 事業所名 建物床面積（㎡） 売場面積（㎡）

㈱健美舎 吹田工場
(211.44)

211.44 －

 本社
(120.36)

120.36 －

 合計
(331.80)

331.80
－

　（注）　上記中（　　）書きの面積は内数で、賃借分を示しております。
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６．上記のほかリース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

なお、リース契約件数の内容は多岐にわたるため台数等は省略しております。

ａ．提出会社

 （平成20年２月15日現在）

事業の種類別の名称 設備の内容
リース期間
（年）

年間リース料
（百万円）

リース契約残高
（百万円）

小売事業
店舗設備 他（所有権移転外ファイ

ナンス・リース）
５ 667 1,766

 
店舗システム（所有権移転外ファイ

ナンス・リース）
５ 51 99

ｂ．国内子会社

 （平成20年２月15日現在）

会社名
事業の種類別
の名称

設備の内容
リース期間
（年）

年間リース料
（百万円）

リース契約残高
（百万円）

㈱ジェイドラッグ 小売事業
店舗設備 他（所有権移転

外ファイナンス・リース）
５ 4 19

㈱ニッショードラッグ 小売事業
店舗設備 他（所有権移転

外ファイナンス・リース）
５ 111 245

㈱健美舎 製造卸売事業
ＯＡ機器　他（所有権移転

外ファイナンス・リース）
５ 0 2

（注）㈱ジェイドラッグの設備の一部は提出会社から賃借しているものであります。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　平成20年２月15日現在における重要な設備の新設、改装の計画は次のとおりであります。

　なお、平成20年２月15日現在において、重要な設備の除却の計画はありません。

(1) 重要な設備の新設

１）提出会社

事業所名 所在地
事業の
種類別
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達方
法

着手及び完了予定
増加予定
売場面積
（㎡）

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

表参道店
東京都

渋谷区
小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

58 43

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

２月 

平成20年

４月
35

天理店
奈良県

天理市
小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

58 －

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

４月

平成20年

５月
710

フレスポ小

松店

石川県

小松市
小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

142 12

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

３月

平成20年

６月
832

百舌鳥梅町

店
堺市北区 小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

117 34

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

３月

平成20年

６月
577

大美野店 堺市東区 小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

136 38

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

４月

平成20年

７月
859

フレスポ丸

亀店

香川県

丸亀市
小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

132 30

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

４月

平成20年

７月
941

のぞみ野店
大阪府

和泉市
小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

120 5

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

４月

平成20年

７月
677

江坂西店
大阪府

吹田市
小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

108 11

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

６月

平成20年

９月
416

高松仏生山

店

香川県

高松市
小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

156 8

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

７月

平成20年

10月
999

枚方西招提

店

大阪府

枚方市
小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

127 29

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

８月

平成20年

11月
838

その他６店

舗
－ 小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

745 9

自己資金、借

入金及び

リース

－
平成21年

３月
5,540

情報システ

ム部 

大阪市 

淀川区 
小売事業

本部等のコ

ンピュータ

システム

276 －  リース
平成20年

２月

平成21年

２月
－

合計 － － － 2,181 221 － － － 12,424

　（注）１．投資予定金額には店舗什器等のリース契約額を含めております。

２．設備の内容の敷金保証金には建設協力金を含めております。

３．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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２）国内子会社

㈱ニッショードラッグ

事業所名 所在地
事業の
種類別
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達方
法

着手及び完了予定
増加予定
売場面積
（㎡）

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

宝塚東店
兵庫県

宝塚市
小売事業

建物、内装

設備及び敷

金保証金

146 －

自己資金、

借入金及び

リース

平成20年

８月

平成20年

11月
863

情報システ

ム部

大阪市

淀川区
小売事業

本部等のコ

ンピュータ

システム

27 － リース
平成20年

２月

平成21年

２月
－

合計 － － － 173 － － － － 863

 （注）１．投資予定金額には店舗什器等のリース契約額を含めております。

 　　　２．設備の内容の敷金保証金には建設協力金を含めております。

 　　　３．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(2) 賃貸用設備

１）提出会社

　該当事項はありません。

２）国内子会社

　該当事項はありません。

(3) 重要な改装

１）提出会社

事業所名 所在地
事業の種類
別の名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

加古川粟津

店他25店舗
－ 小売事業

レイアウト変更

等
200 －

自己資金及び

リース

平成20年

３月

平成21年

２月

合計 － － － 200 － － － －

　（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

２）国内子会社

㈱ニッショードラッグ

事業所名 所在地
事業の種類
別の名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

摂津鳥飼店

他７店舗
－ 小売事業

レイアウト変更

等
100 －

自己資金及び

リース

平成20年

４月

平成21年

２月

合計 － － － 100 － － － －

 　（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

 （注）　平成20年５月13日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より

4,000,000株増加し、20,000,000株となっております。

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年２月15日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年５月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,582,469 10,582,453

㈱東京証券取引所

市場第一部

㈱大阪証券取引所

市場第二部

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式

計 9,582,469 10,582,453 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

①平成18年12月８日取締役会決議　第２回新株予約権

 
事業年度末現在

（平成20年２月15日）
提出日の前月末現在
（平成20年４月30日）

新株予約権の数 ５個 －個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（注）１～４
856,898株 －

新株予約権の行使時の払込金額

（注）１～４，８
１株当たり　　　　　583.50円 －

新株予約権の行使期間

（注）５

自　平成18年12月26日

至　平成21年12月25日
－

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（注）６

発行価格 １株当たり 　584.16円

資本組入額 １株当たり 293円
－

新株予約権の行使の条件 （注）７～10 －

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡による取得につい

ては、当社取締役会の決議による当

社の承認を要するものとする。

－

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
－ －

②平成18年12月８日取締役会決議　第３回新株予約権

 
事業年度末現在

（平成20年２月15日）
提出日の前月末現在
（平成20年４月30日）

新株予約権の数 ５個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（注）１～４
337,837株 同左

新株予約権の行使時の払込金額

（注）１～４，８
１株当たり　　　　　1,480円 同左

新株予約権の行使期間

（注）５

自　平成18年12月26日

至　平成21年12月25日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（注）６

発行価格 １株当たり 1,481.68円

資本組入額 １株当たり　　741円
同左

新株予約権の行使の条件 （注）７～10 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡による取得につい

ては、当社取締役会の決議による当

社の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
－ －

③平成18年12月８日取締役会決議　第４回新株予約権
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事業年度末現在

（平成20年２月15日）
提出日の前月末現在
（平成20年４月30日）

新株予約権の数 ５個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（注）１～４
337,837株 同左

新株予約権の行使時の払込金額

（注）１～４，８
１株当たり　　　　　1,480円 同左

新株予約権の行使期間

（注）５

自　平成18年12月26日

至　平成21年12月25日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（注）６

発行価格 １株当たり 1,481.68円

資本組入額 １株当たり　　741円
同左

新株予約権の行使の条件 （注）７～10 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡による取得につい

ては、当社取締役会の決議による当

社の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
－ －

④平成18年12月８日取締役会決議　第５回新株予約権

 
事業年度末現在

（平成20年２月15日）
提出日の前月末現在
（平成20年４月30日）

新株予約権の数 ５個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（注）１～４
337,837株 同左

新株予約権の行使時の払込金額

（注）１～４，８
１株当たり　　　　　1,480円 同左

新株予約権の行使期間

（注）５

自　平成18年12月26日

至　平成21年12月25日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（注）６

発行価格 １株当たり 1,481.68円

資本組入額 １株当たり　　741円
同左

新株予約権の行使の条件 （注）７～10 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡による取得につい

ては、当社取締役会の決議による当

社の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
－ －

（注）第２回乃至第５回新株予約権に共通する事項

　　　１．新株予約権の目的である株式の種類およびその数の算定方法

　　　　　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株

式を交付する数（以下「交付株式数」という。）は、100,000,000円（以下「出資金額」という。）を行使価額

（（注）２.(2)に定義する。）で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が当

社普通株式を交付する数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額（以下「出資
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金総額」という。）を行使価額で除して得られる最大整数とする（１株未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、現金による調整は行わない。）。なお、本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本新株予約権の総数

に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。ただし、（注）３.または（注）４.に従

い、行使価額が修正または調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更される。

　　　２．新株予約権の行使時の払込金額

　　　　　(1) 本新株予約権１個の行使時の払込金額は、（注）１.に定める出資金額とする。なお、修正開始日（（注）３. (1)に

定義する。）後の包括行使請求（（注）８. (3)に定義する。）または個別行使請求（（注）８. (4)に定義す

る。）に基づく本新株予約権１個の行使時の払込金額もこれと同額とする。

(2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式１株あ

たりの価額（以下「行使価額」という。）は、当初1,480円とする。ただし、（注）３.または（注）４.に従

い、修正または調整される。

　　　３．行使価額の修正

　　　　　(1) 当社は、平成19年２月26日以降、平成20年12月25日までの間、当社取締役会が資金調達のために必要と認めた場合

には、修正開始日（行使価額修正の決定を行った日（以下「行使価額修正決議日」という。）の６銀行営

業日後の日をいい、以下「修正開始日」という。）以降、各回新株予約権の発行要項に従って本新株予約権

の行使価額が修正される旨を決定（以下「行使価額修正の決定」という。）することができ、この決定を

行った場合には、当社は、行使価額修正の決定が行われたことおよび修正開始日を、行使価額修正決議日

に、新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知するものとする。

(2) 行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、①修正開始日（当日を含む。）から修正開始日の翌月の第

３金曜日まで（当日を含む。）の期間においては、行使価額修正決議日の前銀行営業日まで（当日を含

む。）の３連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。以下同じ。）のない日は除き、行使価額修正決議日

の前銀行営業日が取引日でない場合には、行使価額修正決議日の前銀行営業日の直前の取引日までの３連

続取引日とする。以下「修正開始日行使価額算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、そ

の小数第２位を切り捨てる。）に、②修正開始日の翌月の第３金曜日の翌日以後においては、毎月第３金曜

日（以下「決定日」という。）の翌日以降、決定日まで（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、終値の

ない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以下

「修正後行使価額算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎

日の終値の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨て

る。）に、それぞれ修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。）。なお、修正開始日

行使価額算定期間または修正後行使価額算定期間内に、（注）４. (2)または (4)で定める行使価額の調整事

由が生じた場合には、修正後行使価額は、各回新株予約権の発行要項に従い当社が適当と判断する値に調

整される。

ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が493円（ただし、（注）４. (1)乃至(4)による調整を受ける。以

下「下限行使価額」という。）を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とし、修正後行使価額が

1,974円（ただし、（注）４. (1)乃至(4)による調整を受ける。以下「上限行使価額」という。）を上回る場合

には、修正後行使価額は上限行使価額とする。

(3) 上記 (1)および(2)により行使価額の修正を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨、修正前の行使

価額、修正後行使価額およびその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権

者に通知する。
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　　　４．行使価額の調整

　　　　　(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を

生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調

整する。

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

既発行

普通株式数
＋
交付普通株式数 × １株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」という。）に割当てを受ける権利

を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整

後の行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の

有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、下記(2)乃至(4)に基づき「交付普通株式数」と

みなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。なお、

当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日にお

ける当社の有する当社普通株式に係り増加した当社普通株式数を含まないものとする。

(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。

①下記(3)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行し

た取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使による場合

を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

その日の翌日以降、これを適用する。

②当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当て

の効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通

株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、または下記(3)②に定め

る時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で転換、

交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）または

無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与

えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式

等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されて

いる取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式

が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌

日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに下記(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）に関して当該調整前に上記③または下記⑤による行使価額の調整が行われている場合に

は、(ⅰ)上記交付が行われた後の下記(3)③に定める完全希薄化後普通株式数が、上記交付の直前の既発行

普通株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通

株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株

式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
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⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本⑤において「取得価額等」

という。）の下方修正等が行われ（本 (2)乃至(4)と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除

く。）、当該下方修正等後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）におけ

る下記(3)②に定める時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、上記③による行使価額の調整が修正日前に行われていない場合、調

整後の行使価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換

または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして上記③の規定を準用して算出するもの

とし、修正日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、上記③または上記(ⅰ)による行使価額の調整が修正日前に行われて

いる場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てを修正日時点の条件で転換、交換または

行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの下記(3)③に定める完全希薄化後普通株

式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額

は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用し

て算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。なお、１か月間に複数回の取得価額等の修

正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものに

ついて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

⑥上記③乃至⑤における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の発行に際して払込みがなされた額（上記③における新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取

得または行使に際して当該株式または新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控

除した金額を、その取得または行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。

⑦上記①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定さ

れ、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を

条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日

以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した

新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株券の交

付については（注）10.(2)の規定を準用する。

株式数 ＝
(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 

調　整　後　行　使　価　額

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 (3) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、上記(2)⑦の場合は基準

日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算については、円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

③「完全希薄化後普通株式数」は、調整後の行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済

普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整以前に、本

(2)乃至(4)に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普

通株式の株式数、および当該行使価額の調整において本 (2)乃至(4)に基づき交付普通株式数に該当する

ものとみなされることとなる当社普通株式数を加えたものとする。

④上記(2)①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された場合における調整後

の行使価額は、上記(2)の規定のうち、当該証券または権利に類似する証券または権利についての規定を

準用して算出するものとする。
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(4) 上記(2)で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行う。

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利

義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の

全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と

するとき。

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5) 上記(1)乃至(4)により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事

由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載

された各新株予約権者に通知する。ただし、上記 (2)⑦の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行

うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

　　　５．新株予約権の行使期間

　　　　　(1) 平成18年12月26日から平成21年12月25日までの期間（以下、当該期間の最終日を「権利行使最終期日」という。）

とする。ただし、平成21年12月25日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を権利行使最終期日と

する。

(2) 上記(1)に拘わらず、包括行使請求は、権利行使最終期日を行使する日として行うものとし、行使価額修正決

議日から修正開始日までの期間（以下「包括行使請求書提出期間」という。）において、包括行使にかか

る行使請求書を提出するものとする。個別行使請求を行う期間は、修正開始日から権利行使最終期日の前

銀行営業日までの期間（以下「個別行使可能期間」という。）とする。

　　　６．新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金および資本準備金

　　　　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、会社計算規則第40条の定めるところに従って算出さ

れた資本金等増加限度額であり、増加する資本金の額は、当該資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算

の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金

等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

　　　７．新株予約権の取得条項

　　　　　(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後２か月を超えない日に定められるものとす

る。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部または一部を取得する。

当社が本新株予約権の一部を取得する場合、抽選により、取得する本新株予約権を決定するものとする。当

社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権１

個あたり金113,000円を交付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下「組織再編行為」

という。）につき当社株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、当該

組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株

予約権者に対して本新株予約権１個あたり金113,000円を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得す

る。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

(3) 当社は、当社が本新株予約権の発行後平成20年12月25日まで（当日を含む。）の間に行使価額修正の決定を

行わない場合、平成20年12月25日の翌銀行営業日に、無償にて残存する本新株予約権の全部を取得する。当

社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

(4) 当社は、本新株予約権の発行後、５連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場合、当該５連続取引日の最終

日の翌銀行営業日に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対

して本新株予約権１個あたり金113,000円を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取

得した本新株予約権を消却するものとする。

(5) 上記(1)または(2)により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得日の２週間前

までに、当該取得日を、新株予約権原簿に記載された本新株予約権の新株予約権者（本新株予約権の一部

を取得する場合は、当社取締役会が決定した本新株予約権の新株予約権者）に通知する。

(6) 上記(1)、(2)または(4)により本新株予約権を取得する場合において、包括行使請求に基づく出資金額が払い込

まれていたときは、当社は新株予約権者に対し、当該取得事由発生後遅滞なく、取得される本新株予約権の

個数に出資金額を乗じた金額を包括行使請求に基づく出資金額の返還として支払うものとする。
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　　　８．新株予約権の行使請求および払込の方法

　　　　　(1) 行使価額修正の決定が行われない場合において行使請求を行うときは、新株予約権者は、平成20年12月25日まで

（当日を含む。）に、下記(5)および(6)に定める行使請求手続を完了するものとする。

(2) 行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額が適用される前の行使価額（以下「修正前行

使価額」という。）に基づき行使請求を行うときは、新株予約権者は、修正開始日の前銀行営業日まで（当

日を含む。）に下記(5)および(6)に定める行使請求手続を完了するものとする。

(3) また、行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額に基づき行使請求を行うときは、新株予

約権者は、包括行使請求書提出期間内に行使請求書を提出することにより、各本新株予約権につき、（注）

９.(2)①に定める条件が成就した場合に効力を生じる行使請求として、出資金額を本新株予約権１個あたり

の行使に際して出資される財産の価額とし、権利行使最終期日において有効な交付株式数を本新株予約権

１個あたりの交付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使請求（以下「包括行使請求」と

いう。）の手続きを、下記(5)に従い、権利行使最終期日を行使日として行い、かつ出資金総額の払込を行う

ものとする。

(4) 上記(3)に従い出資金総額が払い込まれた本新株予約権については、新株予約権者は、当該本新株予約権に係

る包括行使請求の行使日を待たずに、個別行使可能期間内において、いつでも、個別行使請求（以下に定義

する。）を行うことができる。ここで「個別行使請求」とは、当該各本新株予約権について、出資金額を本

新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価額とし、各個別行使請求の時点において有効な

交付株式数を本新株予約権１個あたりの交付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使請求

とし、個別行使請求の効力は、下記(5)および(6)に定める行使請求手続が完了したときに生じるものとする。

この場合、効力を生じた個別行使請求に対応する本新株予約権に係る包括行使請求は、（注）９.(2)①に定

める包括行使請求に付された条件の不成就の確定により効力が発生しないこととなる。

(5) 本新株予約権の行使請求を行う場合には、新株予約権者は、修正前行使価額に基づく行使請求（行使価額修

正の決定が行われない場合の行使請求を含む。）、包括行使請求および個別行使請求の各場合に応じて、当

社が定める様式による行使請求書（以下「行使請求書」という。）に必要事項を記入し、記名捺印の上、こ

れを行使請求受付場所に提出するものとする。

(6) 上記(5)の行使請求書の提出に加えて、出資金総額を現金にて払込取扱場所の当社の指定する口座（以下

「指定口座」という。）に払い込むものとする。

(7) 各個別行使請求がなされることにより包括行使請求の一部もしくは全部の効力が発生しない場合を除き、本

（注）８．に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

　　　９．新株予約権の行使の条件

　　　　　(1) 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2) ①包括行使請求には、その対象となる各本新株予約権につき、権利行使最終期日の前銀行営業日までに、個別

行使請求がなされず、下記 (4)①に定めるいずれの事由も発生せず、（注）７.(1)、 (2)または(4)に定める

いずれの取得も行われず、かつ本新株予約権が消滅していない場合に効力を生じる旨の条件を付すもの

とする。

②包括行使請求を行う新株予約権の個数については、新株予約権者の任意の選択によるものとし、新株予

約権者は、包括行使請求を行う場合、出資金額に包括行使請求に基づき権利行使を希望する本新株予約

権の個数を乗じた金額を、包括行使請求書提出期間内に、現金にて払込取扱場所の指定口座に払込むも

のとする。

③権利行使最終期日の前銀行営業日に上記①に定める包括行使請求に付された条件が成就した場合には、

包括行使請求がなされた際に払い込まれた金銭は、権利行使最終期日において、当該包括行使請求の対

象となる本新株予約権の出資金額に係る払込金として確定する。

④包括行使請求書提出期間内に、新株予約権者が包括行使にかかる行使請求書を提出しなかった場合に

は、新株予約権者は、当該包括行使にかかる行使請求書を提出しなかった本新株予約権につき、以後包括

行使請求その他の一切の行使請求を行うことができないものとする。

(3) ①（注）10.(1)に従い個別行使請求の効力が生じた場合には、当該個別行使請求に対応する個数の本新株予

約権に係る包括行使請求は効力が発生しないことが確定し、当社は新株予約権者に対し、当該効力が発

生しないことが確定した包括行使請求に係る本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金額を速やかに

返還するものとする。

②新株予約権者は、かかる個別行使請求の効力発生以後、権利行使最終期日の前銀行営業日に至るまで、包

括行使請求に係る行使請求書が提出された本新株予約権の総数から当該個別行使請求が行われた本新

株予約権の個数を控除した残数の本新株予約権に限り、引き続き、個別行使請求を行うことができ、その

後もまた同様とする。
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(4) ①以下の (ⅰ)乃至 (ⅲ)のいずれかの事由が生じた場合には、新株予約権者は、残存する本新株予約権全部に

つき、以後その行使請求を行うことができないものとする。なお、以下の (ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかの事由

が生じた場合には、当社は速やかに新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。

(ⅰ)当社が支払の停止に至った場合または当社につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開

始、特別清算開始もしくはこれらに準じる法的清算・再建手続の申立がなされた場合もしくは裁判

所もしくは監督官庁によりかかる手続開始の前提行為が行われた場合

(ⅱ)当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合

(ⅲ)当社の重要な財産が差し押さえられた場合

②上記①のいずれかの事由が生じた場合において、包括行使請求に基づく出資金額が払い込まれていたと

きは、包括行使請求は、当該事由発生時において残存する本新株予約権につき効力が発生しないことが

確定し、当社は新株予約権者に対し、当該事由発生後遅滞なく、残存する本新株予約権の個数に出資金額

を乗じた金額を包括行使請求に基づく出資金額の返還として支払うものとする。

10．新株予約権行使の効力発生時期等

　　　　　(1) 本新株予約権の行使請求の効力は、（注）８.(5)の行使請求書が行使請求受付場所に到達し、かつ（注）８. (6)の出

資金総額が指定口座に入金された場合において、本新株予約権を行使する日として当該行使請求書に記載

された日（当該行使請求書が行使請求受付場所に到達した日または本新株予約権の行使に際して出資さ

れる出資金の指定口座への入金が行われた日のいずれかが、かかる行使請求書に記載された日の翌日以降

である場合を除く。）に発生する。ただし、包括行使請求に基づく行使の効力は、（注）８.(5)の行使請求書

が行使請求受付場所に到達し、かつ（注）８.(6)の出資金総額が指定口座に入金されることに加え、権利行

使最終期日の前銀行営業日までに、個別行使請求がなされず、（注）９.(4)①に定めるいずれの事由も発生

せず、（注）７.(1)、(2)または(4)に定めるいずれの取得も行われず、かつ本新株予約権が消滅していない場

合に権利行使最終期日において生じるものとする。

(2) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく株券を交付する。ただし、単元未満株式に

ついては株券を発行しない。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高(千株)

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
 （百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成15年11月14日

（注）１
1,500 7,899 853 1,934 851 1,921

平成15年12月13日

（注）２
91 7,990 51 1,985 51 1,973

平成17年２月16日～

平成18年２月15日

（注）３

893 8,883 500 2,486 499 2,472

平成19年２月16日～

平成20年２月15日 

 （注）４ 

698 9,582 250 2,736 250 2,722

　（注）１．有償一般募集　　1,500,000株（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　　　　1,205円

引受価額　　　　 1,136.63円

資本組入額　　　　　　569円

２．有償第三者割当　 　91,000株（割当先　野村證券㈱）

発行価額　　　　 1,136.63円

資本組入額　　　　　　569円

　　　　３．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使に伴う株式転換によるものであります。

　　　　４．新株予約権の行使による増加であります。

　　　　５．平成20年２月16日から平成20年4月30日の間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が999千株、資本金及び

資本準備金がそれぞれ250百万円増加しております。
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（５）【所有者別状況】

 （平成20年２月15日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 29 27 55 41 － 4,936 5,088 －

所有株式数

（単元）
－ 11,349 1,439 6,867 7,449 － 68,708 95,812 1,269

所有株式数の

割合（％）
－ 11.84 1.50 7.17 7.78 － 71.71 100.00 －

　（注）自己株式477株は、「個人その他」の欄に４単元及び「単元未満株式の状況」の欄に77株含めて記載しておりま

す。

（６）【大株主の状況】

 （平成20年２月15日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

寺西　忠幸 大阪府吹田市 814 8.49

寺西　豊彦 大阪府吹田市 665 6.94

寺西　俊幸 大阪府吹田市 607 6.33

寺西　貞枝 大阪府吹田市 583 6.09

キリン堂協栄会持株会 大阪市淀川区宮原４－５－36 378 3.94

康有㈱ 大阪府吹田市山手町４－５－13 377 3.93

キリン堂従業員持株会 大阪市淀川区宮原４－５－36 358 3.74

日本マスタートラスト信託

銀行㈱（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 309 3.23

日本トラスティ・サービス

信託銀行㈱（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 306 3.19

エスアイエス　セガ　イン

ターセトル　エージー

BASLERSTRASSE 100.

 CH-4600 OLTEN SWITZERLAND
150 1.56

（常任代理人　㈱三菱東京

ＵＦＪ銀行）

（東京都千代田区丸の内２－７－１）
  

計 － 4,551 47.50

　（注）　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）　　　　309千株

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）　　306千株
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 （平成20年２月15日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　　 400
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 9,580,800 95,808 －

単元未満株式 普通株式　 　　1,269 － －

発行済株式総数 9,582,469 － －

総株主の議決権 － 95,808 －

②【自己株式等】

 （平成20年２月15日現在）

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

㈱キリン堂

大阪府吹田市江坂

町一丁目22番26号
400 － 400 0.00

計 － 400 － 400 0.00

（注）所有者の住所は、平成20年５月13日から大阪市淀川区宮原四丁目５番36号に変更となっております。

（８）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 76 57,376

当期間における取得自己株式 184 112,754

  （注）　当期間における取得自己株式には、平成20年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株数は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得

自己株式
－ － － －

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　－　） － － － －

保有自己株式数 477 － 661 －

３【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけ、継続的・安定的な配当を行うとともに、

将来の事業展開に備えて内部留保の充実に努めることを基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

上記方針に基づき、当事業年度は、中間期において１株につき8.5円の中間配当を実施、期末において１株につき8.5

円の普通配当を実施いたしました。

内部留保資金につきましては、業容の拡大と収益性の向上を図るため、新規店舗の建設や既存店舗の増改築の設備

投資資金、今後増加が見込まれるＭ＆Ａなどに充当する方針であります。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年８月15日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定

めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成19年10月４日

取締役会決議
75 8.5

平成20年５月13日

定時株主総会決議
81 8.5
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

最高（円） 1,490 1,420 2,040 1,792 1,179

最低（円） 681 800 880 922 559

　（注）１．最高・最低株価は、平成16年３月１日より㈱東京証券取引所市場第一部におけるもの、それ以前は㈱東京証券

取引所市場第二部におけるものであります。

２．最近５年間の事業年度別最高・最低株価は、３月１日から２月末日までの間の最高・最低を表示しておりま

す。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年９月 10月 11月 12月 平成20年１月 ２月

最高（円） 900 908 860 803 769 640

最低（円） 803 818 743 761 570 559

　（注）１．最高・最低株価は、㈱東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２．最近６箇月間の月別最高・最低株価は、平成19年９月１日から平成20年２月29日までの暦月によっておりま

す。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

会長
 寺西　忠幸 昭和４年３月１日生

昭和26年10月 京阪薬品㈱（現ヒグチ産業㈱）入社

昭和27年３月 同社専務取締役

昭和30年５月 キリン堂薬局を開業

昭和33年３月 当社設立　代表取締役社長

昭和48年７月 ㈱健美舎　代表取締役社長

昭和53年１月 ㈱東洋医学国際センター（現㈱健美舎）　

代表取締役社長

平成３年７月 ㈱メディネット　代表取締役社長

平成６年６月 オールジャパンドラッグ㈱　代表取締役社

長

平成８年６月 同社代表取締役会長

平成15年９月 当社代表取締役会長（現任）

注１ 814

代表取締役

社長
 寺西　豊彦 昭和32年11月５日生

昭和55年４月 ㈱津村順天堂（現㈱ツムラ）入社

昭和57年３月 当社入社

昭和60年５月 当社取締役

平成２年９月 当社常務取締役　営業システム部長

平成４年９月 当社常務取締役　ドラッグストア事業部長

平成６年２月 当社常務取締役　商品部長

平成８年11月 当社常務取締役　人事総務部長

平成10年７月 当社常務取締役　ドラッグ運営部担当兼商

品部担当

平成11年７月 当社代表取締役副社長　ドラッグ運営部担

当兼商品部担当

平成13年３月 当社代表取締役副社長　運営部統括兼商品

部担当

平成15年９月 当社代表取締役社長（現任）

平成18年10月 ㈱ジェイドラッグ　代表取締役社長（現

任）

平成18年12月 ㈱ニッショードラッグ　代表取締役（現

任）

注１ 665

常務取締役 事業戦略室長 井村　登 昭和32年８月24日生

昭和56年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）

入行

平成４年４月 当社入社

平成12年９月 当社経営企画部次長

平成13年３月 当社経営統括室長

平成13年５月 当社取締役　経営統括室長

平成17年５月 当社常務取締役　経営統括室長

平成18年９月 当社常務取締役　事業戦略室長（現任）

注１ 11

常務取締役 管理本部長 橋本　勝之 昭和22年９月20日生

昭和45年４月 ㈱ユニチカ入社

昭和52年２月 近江堂薬局開業

平成７年７月 ㈱ドラッグエルフ設立　代表取締役社長

平成17年１月 当社社長付

平成17年５月 当社常務取締役　管理本部長

平成19年10月 当社常務取締役　管理本部長兼人事教育部

長

平成20年２月 当社常務取締役　管理本部長（現任）

注１ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 財務経理部長 熊本　信寿 昭和34年７月31日生

平成２年９月 森田ポンプ㈱（現㈱モリタ）入社

平成11年11月 当社入社

平成13年４月 当社管理部次長

平成15年５月 当社取締役　管理部長

平成16年４月 当社取締役　財務経理部長（現任）

注１ 1

常勤監査役  塩飽　利男 昭和18年６月19日生

昭和37年４月 伊丹郵便局入局

昭和48年11月 当社入社

昭和62年５月 当社取締役　業務経理部長

平成２年３月 当社取締役　総務部長

平成４年８月 当社取締役　経理部長

平成８年５月 当社取締役　管理部長

平成10年７月 当社取締役　管理部長兼人事総務部担当

平成11年４月 当社取締役　管理部長

平成15年５月 当社常勤監査役（現任）

注２ 35

監査役  竹林　溥 昭和19年６月26日生

昭和42年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行

昭和61年３月 同行融資部主査

平成７年７月 同行検査部部長補佐

平成９年２月 当社常勤監査役

平成17年５月 当社監査役（現任）

注３ 10

監査役  渡部　一郎 昭和28年２月15日生

昭和59年４月 大阪地方検察庁検事

昭和60年４月 大分地方検察庁検事

昭和62年４月 大阪地方検察庁検事

平成元年４月 奈良地方検察庁検事

平成３年３月 検察官退官

平成３年５月 大阪弁護士会に弁護士登録

平成５年４月 弁護士開業（現任）

平成10年５月 当社監査役（現任）

注４ －

監査役  土谷　昭弘 昭和16年11月26日生

昭和36年４月 大阪国税局入局

平成10年７月 草津税務署長

平成12年７月 大阪国税局退官

平成12年８月 税理士事務所開業（現任）

平成15年５月 当社監査役（現任）

注２ －

    計  1,538

　（注）１．平成19年５月11日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

２．平成19年５月11日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

３．平成17年５月12日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

４．平成20年５月13日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

５．代表取締役社長　寺西豊彦は、代表取締役会長　寺西忠幸の長男であります。

６．監査役　竹林溥、渡部一郎及び土谷昭弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下の通りであります。なお、記載は当事業年度末（平成20年２

月15日）現在の状況に基づいております。

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

　　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が求められる中、企業価値の最大化を図るために、経営判断の迅速化及び

経営チェック機能の充実を目指すとともに、投資家からの信頼を得るべく、コンプライアンスの徹底及び経営活動

の透明性の向上に努めていく所存であります。

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

 ① 会社の機関の基本説明

　　当社は監査役制度を採用しております。

　　取締役会については、取締役５名で構成されております。

　　監査役会については、監査役４名（社外監査役は４名中３名）で構成されております。

 ② 図表

③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社の取締役会は、取締役５名で構成されており、定例取締役会を月１回、緊急を要する議題がある場合は臨時

取締役会を適宜開催し、当社グループ全体の重要事項について、的確かつ迅速な意思決定を行い、急速に変化する

経営環境に対応出来る経営体制をとっております。

また、当社は監査役制度を採用しており、監査役４名（社外監査役は４名中３名）は、取締役会などの重要会議

に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図っておりま

す。

さらに、役員ミーティングを原則として週１回開催し、議題に応じて連結子会社を含むメンバーを招集の上、各

取締役を通じて情報や課題の共有化を図り、迅速に経営に関する意思決定ができるよう体制を整えております。

内部統制の仕組みにつきましては、まず、社長の直轄組織として、内部監査室（専任３名）が計画的に監査を行

い、業務の適正な運営がなされているか監査を行うとともに、不正過誤を防止し、業務の改善、能率の向上に努めて

おります。さらに、内部監査上必要のある時は、内部監査室は社長の承認を得て、他部署より臨時の内部監査担当者

を選任することにより、監査の実効性の確保を図っております。また、監査役及び会計監査人とも適宜連携を取り、

監査を実施しております。
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また、常勤監査役が取締役に対して適法経営の視点で適宜意見の表明を行い、その結果を監査役会に報告するこ

とにより、内部統制の実効性を担保する努力をいたしております。さらに、監査役は、内部監査報告書の記載事項を

確認し、必要に応じて報告を求めるなど内部監査室との緊密な連携を保つよう努めるほか、会計監査を担当する監

査法人から監査計画の説明及び監査報告を受けるとともに、往査時における立会いなどを通じて適宜情報交換を

図ることにより相互間の連携強化を図っております。

なお、経営上、法律問題が生じた時には、顧問弁護士と随時確認をとり、適切なアドバイスを受ける体制をとって

おります。

最近の取り組みといたしましては、平成18年５月12日開催の取締役会にて決定した「内部統制システム構築に

関する基本方針」に従い、平成18年８月１日開催の取締役会において「コンプライアンス委員会」及び「リスク

管理委員会」を設置いたしました。現在、コンプライアンス担当役員が委員長を務める「コンプライアンス委員

会」を毎月開催し、メンバーに対しコンプライアンスに関する課題の検討などを行っております。

④ 会計監査の状況

当社は、監査法人トーマツと監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を実施しております。な

お、当社と同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、和田朝喜氏、岡本健一郎氏であります。

また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士９名、会計士補等９名であります。

⑤ 当社と社外監査役との関係

当社と社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

(2) リスク管理体制の整備の状況

当社は業務運営に係るリスクについて適切に管理・対応できる体制の構築に努め、経営上、法律問題が生じた時

には、顧問弁護士と随時相談し、適宜アドバイスを受けております。

また、社長直属の内部監査室による内部監査を実施し、業務の適正な運営がなされているか監査を行うとともに、

不正過誤を防止し、業務の改善、能率の向上に努めております。

さらに、平成18年４月１日から「公益通報者保護法」が施行されたことに伴い、公益通報者保護規程ならびに内

部通報窓口の新設を行いました。主に総務部が窓口となり、社長をはじめ各取締役においても常に店舗運営の状況

把握が可能な体制をとっております。

最近の取り組みといたしましては、「リスク管理委員会」にて「リスク管理規程」「危機管理規程」「緊急事態

対応規程」を制定、リスク管理体制の整備を進めております。

今後は、「リスク管理委員会」にて策定した活動方針に従い、さらなるリスクの洗い出し、評価、分析、リスク処理

方法等の作業手順を決定、体制整備を図ってまいります。

(3) 役員報酬の内容

取締役の年間報酬総額　122百万円

監査役の年間報酬総額　 18百万円

（注）１．取締役の年間報酬総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．当社は平成19年５月11日開催の第49期定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止し、支給を役

員退任時とする退職慰労金の打切支給を決議しましたが、上記の支給額には、同決議に基づき当社の

定める一定基準（内規）に従い取締役２名に対し支給することとなりました当事業年度における役

員退職慰労金債務の増加額（15百万円）が含まれております。 

(4) 監査報酬等の内容

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　　16百万円

上記以外の業務に基づく報酬　　3百万円

（注）１．監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の額を区分していないため、上

記の金額はこれらの合計額を記載しております。

２．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務として、四半期の財務情報開示に係る相談業務等の対価

を支払っております。
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(5）取締役の定数

当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。

(6）取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

(7）自己の株式の取得

当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役

会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

(8）株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度（平成18年２月16日から平成19年２月15日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年２月16日から平成20年２月15日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成18年２月16日から平成19年２月15日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年２月16日から平成20年２月15日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお

りましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位で記載することに変更しました。なお、比較を容易にす

るため、前連結会計年度及び前事業年度についても百万円単位に組替え表示しております。

 

２．監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年２月16日から平成19年２月15日まで）

の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年２月16日から平成19年２月15日まで）の財務諸表について、ならびに、金

融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年２月16日から平成20年２月15日まで）

の連結財務諸表及び当事業年度（平成19年２月16日から平成20年２月15日まで）の財務諸表について、監査法人トー

マツにより監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年２月15日）
当連結会計年度

（平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   2,791   4,492  

２．受取手形及び売掛金   925   1,028  

３．たな卸資産   13,049   12,770  

４．繰延税金資産   342   297  

５．その他   1,860   2,049  

流動資産合計   18,969 45.3  20,639 48.3

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物及び構築物 ※１ 13,165   13,991   

減価償却累計額  5,635 7,529  6,448 7,542  

２．土地 ※１  466   399  

３．建設仮勘定   296   68  

４．その他  1,881   1,626   

減価償却累計額  1,434 446  1,241 385  

有形固定資産合計   8,739 20.9  8,395 19.6

(2）無形固定資産        

１．連結調整勘定   4,049   －  

２．のれん   －   3,761  

３．その他   215   243  

無形固定資産合計   4,265 10.2  4,005 9.4

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※１,２  178   167  

２．長期貸付金   3,201   3,103  

３．繰延税金資産   1,017   947  

４．敷金保証金   4,097   4,114  

５．その他   1,494   1,452  

６．貸倒引当金   △112   △68  

投資その他の資産合計   9,877 23.6  9,717 22.7

固定資産合計   22,881 54.7  22,119 51.7

資産合計   41,851 100.0  42,758 100.0
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前連結会計年度

（平成19年２月15日）
当連結会計年度

（平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   12,355   13,521  

２．短期借入金 ※１  5,340   2,640  

３．一年以内返済予定長期借入金 ※１  3,374   4,128  

４．未払法人税等   423   781  

５．未払消費税等   98   225  

６．賞与引当金   317   364  

７．その他   1,868   2,264  

流動負債合計   23,778 56.8  23,926 55.9

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※１  8,142   8,476  

２．退職給付引当金   115   85  

３．役員退職慰労引当金   91   －  

４．その他   644   583  

固定負債合計   8,992 21.5  9,145 21.4

負債合計   32,771 78.3  33,072 77.3

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   2,486 5.9  2,736 6.4

２．資本剰余金   2,472 5.9  2,722 6.4

３．利益剰余金   3,539 8.5  4,192 9.8

４．自己株式   △0 △0.0  △0 △0.0

株主資本合計   8,498 20.3  9,652 22.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   48 0.1  31 0.1

２．繰延ヘッジ損益   － －  0 0.0

評価・換算差額等合計   48 0.1  31 0.1

Ⅲ　新株予約権   2 0.0  2 0.0

Ⅳ　少数株主持分   530 1.3  － －

純資産合計   9,079 21.7  9,686 22.7

負債純資産合計   41,851 100.0  42,758 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   72,803 100.0  106,098 100.0

Ⅱ　売上原価   54,637 75.0  78,137 73.6

売上総利益   18,166 25.0  27,960 26.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．販売促進費  1,220   1,599   

２．報酬・給与及び手当  6,686   10,555   

３．賞与引当金繰入額  259   363   

４．退職給付費用  82   90   

５．役員退職慰労引当金繰入額  8   0   

６．福利厚生費  665   1,007   

７．賃借料  3,614   5,543   

８．減価償却費  785   1,068   

９．その他  3,531 16,854 23.2 5,410 25,638 24.2

営業利益   1,312 1.8  2,321 2.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  43   67   

２．受取情報処理料  251   374   

３．備品受贈益  47   －   

４．転貸店舗等受取家賃  －   248   

５．その他  112 454 0.6 141 832 0.7

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  74   237   

２．借入手数料  18   －   

３．転貸店舗等関連費用  －   335   

４．その他  22 115 0.1 49 623 0.5

経常利益   1,651 2.3  2,530 2.4

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  0   9   

２．預り保証金解約益  13   8   

３．保険解約等差益  －   26   

４．その他  － 13 0.0 1 46 0.0
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前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※１ 86   －   

２．減損損失 ※２ 437   297   

３．店舗閉鎖損失 ※３ －   127   

４．その他  0 524 0.7 79 504 0.4

税金等調整前当期純利益   1,140 1.6  2,071 2.0

法人税、住民税及び事業税  698   1,100   

法人税等調整額  △136 562 0.8 128 1,228 1.2

少数株主利益   － －  38 0.0

当期純利益   577 0.8  804 0.8
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月15日　残高（百万円） 2,486 2,472 3,197 △0 8,156

連結会計年度中の変動額      

利益処分による利益配当
（百万円）

－ － △111 － △111

剰余金の配当（百万円） － － △75 － △75

利益処分による役員賞与（百万円） － － △49 － △49

当期純利益（百万円） － － 577 － 577

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）
（百万円）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 341 － 341

平成19年２月15日　残高（百万円） 2,486 2,472 3,539 △0 8,498

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年２月15日　残高（百万円） 48 － － 8,204

連結会計年度中の変動額     

利益処分による利益配当
（百万円）

－ － － △111

剰余金の配当（百万円） － － － △75

利益処分による役員賞与（百万円） － － － △49

当期純利益（百万円） － － － 577

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）
（百万円）

△0 2 530 532

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△0 2 530 874

平成19年２月15日　残高（百万円） 48 2 530 9,079

当連結会計年度（自　平成19年２月16日　至　平成20年２月15日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月15日　残高（百万円） 2,486 2,472 3,539 △0 8,498

連結会計年度中の変動額      

新株の発行（百万円） 250 250 － － 500

剰余金の配当（百万円） － － △151 － △151

当期純利益（百万円） － － 804 － 804

自己株式の取得（百万円） － － － △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）
（百万円）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

250 250 653 △0 1,153

平成20年２月15日　残高（百万円） 2,736 2,722 4,192 △0 9,652

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成19年２月15日　残高（百万円） 48 － 48 2 530 9,079
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評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

連結会計年度中の変動額       

新株の発行（百万円） － － － － － 500

剰余金の配当（百万円） － － － － － △151

当期純利益（百万円） － － － － － 804

自己株式の取得（百万円） － － － － － △0

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）
（百万円）

△16 0 △16 △0 △530 △546

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△16 0 △16 △0 △530 606

平成20年２月15日　残高（百万円） 31 0 31 2 － 9,686
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  1,140 2,071

減価償却費  786 1,085

減損損失  437 297

連結調整勘定償却額  △30 －

のれん償却額  － 417

貸倒引当金の減少額  △0 △44

賞与引当金の増加額  6 46

退職給付引当金の減少額  △59 △30

役員退職慰労引当金の増減額  4 △91

受取利息及び受取配当金  △44 △68

支払利息  74 237

固定資産売却損  － 27

固定資産除却損  72 22

店舗閉鎖損失  － 80

保険解約等差益  － △26

売上債権の増加額  △111 △103

たな卸資産の増減額  △1,054 278

仕入債務の増加額  1,175 1,166

未払消費税等の増減額  △113 126

その他資産の増加額  △340 △64

その他負債の増加額  42 30

役員賞与の支払額  △49 －

その他  △30 △19

小計  1,904 5,441

利息及び配当金の受取額  42 65

利息の支払額  △75 △240

法人税等の支払額  △1,024 △781

営業活動によるキャッシュ・フロー  848 4,485
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前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入れによる支出  △0 △0

定期預金の払戻しによる収入  － 10

有形固定資産の取得による支出  △1,826 △1,026

有形固定資産の売却による収入  － 42

無形固定資産の取得による支出  △77 △29

投資有価証券の取得による支出  △0 △2

投資有価証券の売却による収入  － 5

新規連結子会社取得による支出 ※２ △5,012 －

連結子会社株式の追加取得による支出  － △698

非連結子会社設立による支出  － △20

貸付による支出  △253 △247

貸付金の回収による収入  150 305

店舗敷金保証金の支出  △291 △169

店舗敷金保証金の回収  72 99

その他投資等による支出  △101 △81

その他投資等による収入  9 97

投資活動によるキャッシュ・フロー  △7,331 △1,714

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  4,340 4,900

短期借入金の返済による支出  △1,500 △7,600

長期借入れによる収入  6,400 4,700

長期借入金の返済による支出  △1,717 △3,611

株式の発行による収入  － 496

新株予約権の発行による支出  △5 －

新株予約権出資金相当額の預りによる
収入 

 － 1,000

新株予約権出資金相当額の預り金返済
による支出 

 － △500

自己株式の取得による支出  － △0

配当金の支払額  △186 △150

割賦代金の支払による支出  △30 △255

財務活動によるキャッシュ・フロー  7,299 △1,021

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  816 1,748

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,919 2,735

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,735 4,484
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社（㈱ジェイドラッグ、㈱

ニッショードラッグ、㈱健美舎の３社）

を連結の範囲に含めております。

当連結会計年度において、当社は、株式の

取得により㈱ジェイドラッグ及び㈱ニッ

ショードラッグを連結の範囲に含めてお

ります。

なお、㈱ジェイドラッグについては、みな

し取得日を平成18年９月30日としている

ため、損益計算書及びキャッシュ・フ

ロー計算書は平成18年10月１日より連結

しております。

また、㈱ニッショードラッグについては、

みなし取得日を平成19年１月31日とし、

同日を同社の仮決算日としているため、

貸借対照表のみ連結しております。

また、前連結会計年度において連結子会

社でありました㈱東洋メディコは、連結

子会社である㈱健美舎に吸収合併された

ため、連結の範囲から除外しております。

ただし、除外日までの損益計算書及び

キャッシュ・フロー計算書については、

連結の範囲に含めております。

（1）連結子会社の数　　　　　３社

連結子会社の名称

㈱ニッショードラッグ

㈱ジェイドラッグ

㈱健美舎

（2）非連結子会社の名称及び連結の範

囲から除いた理由

㈱キリンドウベスト

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に及ぼす影響額が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないた

めであります。

２．持分法の適用に関する事

項

当社には非連結子会社及び関連会社はあ

りません。

持分法を適用した非連結子会社はありま

せん。

持分法を適用しない非連結子会社（㈱キ

リンドウベスト）は、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち㈱ニッショードラッグ

の決算日は３月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、みな

し取得日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。

なお、その他の連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。

すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。

なお、連結子会社の㈱ニッショードラッ

グは、当連結会計年度より決算日を３月

31日から２月15日に変更いたしました。

この変更により、当連結会計年度はみな

し取得日の翌日である平成19年２月１日

から平成20年２月15日までの12ヶ月半を

連結しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法によっております(評価差額

は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております。)。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法によっ

ております。

時価のないもの

同左

 ②たな卸資産

営業店内の商品

売価還元原価法によっておりま

す。

ただし、調剤薬品については、最終

仕入原価法によっております。

②たな卸資産

営業店内の商品

同左

 その他のたな卸資産

主として総平均法による原価法に

よっております。

その他のたな卸資産

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。

建物及び構築物　　８年～50年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。

建物及び構築物　　８年～50年
  （会計処理の変更）

当連結会計年度より、法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

これによる当連結会計年度の損益に

与える影響は軽微であります。

なお、減価償却システムの変更に時

間を要したことから、当中間連結会

計期間は従来の方法によっておりま

す。これによる当中間連結会計期間

の損益に与える影響は軽微でありま

す。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

  （追加情報）

連結子会社のうち、㈱ニッショード

ラッグは、法人税法の改正に伴い、当

連結会計年度より平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産につい

ては、償却可能限度額に達した事業

年度の翌事業年度以降、残存簿価を

５年間で均等償却しております。

なお、これによる当連結会計年度の

損益に与える影響は軽微でありま

す。

 (3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。

②賞与引当金

同左

 ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（７

年）による定率法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

ただし、当連結会計年度末において

は年金資産見込額が退職給付債務見

込額を超過している会社について、

その超過額（前払年金費用42百万

円）を投資その他の資産の「その

他」に含めて計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（６～

７年）による定率法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。

 ④役員退職慰労引当金

親会社は、役員に対する退職慰労金

支給に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

――――――
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

  （追加情報）

親会社は、平成19年５月11日開催の

定時株主総会において、役員報酬制

度の見直しの一環として役員退職慰

労金制度を廃止いたしました。

従来、親会社は役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりました

が、制度廃止に伴い、役員退職慰労引

当金は全額取り崩すとともに、功労

加算金部分を合算して104百万円を

固定負債の「その他」に振り替えて

おります。 

なお、当該功労加算金部分は14百万

円であり、販売費及び一般管理費の

「その他」に計上しております。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、特例処理を採

用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ対象　借入金利  

 ③ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクをヘッジす

る手段として実需の範囲内で利用し

ており、投機目的のためのデリバ

ティブ取引は行わない方針でありま

す。

③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する重要な

条件が同一であり、ヘッジに高い有

効性があると認められるため、有効

性の判定を省略しております。なお、

特例処理の要件を満たしているもの

については、その判定をもって有効

性の判定に代えております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(6) 消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は、５年間の均等償却を

行っております。ただし、金額が僅少なも

のについては、発生時に一括償却してお

ります。

なお、㈱ニッショードラッグを連結の範

囲に含めたことに伴う連結調整勘定につ

いては、翌連結会計年度から10年間で均

等償却を行うこととしております。

――――――

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

―――――― のれんは、５年～10年間の均等償却を

行っております。 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

預け金並びに容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっており

ます。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、8,546百万円で

あります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

――――――

 

 

―――――― （転貸店舗等受取家賃及び関連費用の処理） 

従来、店舗等の転貸取引に係る費用は、販売費及び一般

管理費の「賃借料」、「減価償却費」及び「その他」に

計上し、転貸先からの受取家賃は販売費及び一般管理費

の「賃借料」より控除しておりましたが、当連結会計年

度より、子会社の買収を契機に閉鎖店舗の転貸が増加し

たことに伴い、当該科目の金額的重要性が高まったこと

から、受取家賃を営業外収益の「転貸店舗等受取家賃」

とし、それに対応する費用を営業外費用の「転貸店舗等

関連費用」として処理することに変更いたしました。

この結果、従来の方法と比較して、販売費及び一般管理

費の「賃借料」は57百万円、「減価償却費」は16百万

円、「その他」は12百万円それぞれ減少し、営業利益が

87百万円増加しておりますが、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度まで無形固定資産の「その他」に含め

て表示しておりました「連結調整勘定」は、当連結会計

年度において、その金額の重要性が増したため区分掲記

いたしました。

なお、前連結会計年度の無形固定資産の「その他」に含

まれる「連結調整勘定」は、32百万円であります。

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表

示しております。 

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「備品受贈益」は、当連結会計年度

において、営業外収益の総額の100分の10を超えたため

区分掲記いたしました。

なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含ま

れる「備品受贈益」は、26百万円であります。

前連結会計年度において区分掲記しておりました営業

外収益の「備品受贈益」は、営業外収益の総額の100分

の10以下となったため、当連結会計年度においては、営

業外収益の「その他」に含めております。

なお、当連結会計年度の「備品受贈益」は、45百万円で

あります。

前連結会計年度において区分掲記しておりました営業

外費用の「借入手数料」は、営業外費用の総額の100分

の10以下となったため、当連結会計年度においては、営

業外費用の「その他」に含めております。

なお、当連結会計年度の「借入手数料」は、13百万円で

あります。

前連結会計年度において区分掲記しておりました特別

損失の「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分

の10以下となったため、当連結会計年度においては、特

別損失の「その他」に含めております。

なお、当連結会計年度の「固定資産除却損」は、30百万

円であります。

 

店舗閉鎖に伴い発生する固定資産除却損、リース解約損

及びその他の費用については、閉店に伴う損失をより明

瞭に表示するため、当連結会計年度より「店舗閉鎖損

失」として区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の当該表示の方法によった場合の

「店舗閉鎖損失」は、82百万円であります。

―――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローに表示しておりました「連結調整勘定償却額」は、

当連結会計年度より「のれん償却額」と表示しており

ます。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年２月15日）

当連結会計年度
（平成20年２月15日）

※１．担保に提供している資産及びこれに対応する債務

は次のとおりであります。

(1）担保に提供している資産

※１．担保に提供している資産及びこれに対応する債務

は次のとおりであります。

(1）担保に提供している資産

建物 7百万円

土地 231 

投資有価証券 2 

計 241 

建物 7百万円

土地 185 

計 192 

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 208百万円

一年以内返済予定長期借入金 85 

長期借入金 321 

計 615 

一年以内返済予定長期借入金 52百万円

長期借入金 368 

計 421 

※２．　　　　　　―――――― ※２．非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券（株式）　　　　　　　　20百万円　
  

３．貸出コミットメントライン契約

当社は、設備資金を確保するとともに、資金調達の

機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行

７行と貸出コミットメントライン契約を締結して

おります。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

３．貸出コミットメントライン契約

当社は、設備資金を確保するとともに、資金調達の

機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行

７行と貸出コミットメントライン契約を締結して

おります。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの金額 5,000百万円

借入実行残高 2,500 

差引額 2,500 

貸出コミットメントの金額 5,000百万円

借入実行残高 1,500 

差引額 3,500 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

※１．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※１．　　　　　　――――――

建物及び構築物 30百万円

有形固定資産の「その他」 3 

無形固定資産の「その他」 3 

敷金保証金 30 

建設協力金 3 

原状復帰費用 13 

計 86 

 

※２．当連結会計年度において、当社及び連結子会社は以

下の資産グループについて減損損失を計上いたし

ました。

※２．当連結会計年度において、当社及び連結子会社は以

下の資産グループについて減損損失を計上いたし

ました。

場所 用途 種類 減損損失
(百万円)

滋賀県彦
根市他

店舗
建物及び
器具備品
等

437

場所 用途 種類 減損損失
(百万円)

京都府宇
治市他

店舗
建物及び
器具備品
等

297

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピ

ングしております。ただし、小売事業を営んでいない

連結子会社については、原則として各社を１つの資産

グループとしております。

その結果、市場価格の著しい下落または収益性の悪化

により、回収可能価額が帳簿価額（リース資産につい

てはみなし帳簿価額）を下回った上記資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（437百万円）として特別損失に計上いたし

ました。

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピ

ングしております。ただし、小売事業を営んでいない

連結子会社については、原則として各社を１つの資産

グループとしております。

その結果、市場価格の著しい下落または収益性の悪化

により、回収可能価額が帳簿価額（リース資産につい

てはみなし帳簿価額）を下回った上記資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（297百万円）として特別損失に計上いたし

ました。

※減損損失の内訳 ※減損損失の内訳

建物及び構築物 334百万円

リース資産 91 

その他 11 

計 437 

建物及び構築物 208百万円

リース資産 69 

その他 20 

計 297 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値

により算定しております。使用価値は、将来キャッ

シュ・フローを4.5％または6.6％で割り引いて算定し

ております。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値

により算定しております。使用価値は、将来キャッ

シュ・フローを4.3％～4.8％で割り引いて算定してお

ります。

※３．　　　　　　―――――― ※３．店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物除却損 16百万円

敷金保証金除却損 33 

建設協力金除却損 28 

原状復帰費用 27 

その他 20 

計 127 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 8,883,993 － － 8,883,993

合計 8,883,993 － － 8,883,993

自己株式     

普通株式 401 － － 401

合計 401 － － 401

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 第１回新株予約権 普通株式 － （注） － （注） 0

 第２回新株予約権 普通株式 － （注） － （注） 0

 第３回新株予約権 普通株式 － （注） － （注） 0

 第４回新株予約権 普通株式 － （注） － （注） 0

 第５回新株予約権 普通株式 － （注） － （注） 0

連結子会

社
－ － － － － － －

合計 － － － － － 2

（注）第１回乃至第５回新株予約権を平成18年12月８日取締役会決議により発行しております。

各回の新株予約権の総数は５個であります。なお、本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、

本新株予約権１個の行使請求により当社が普通株式を交付する数は、100,000,000円を行使価額で除して得られる

最大整数となります。ただし、一定の条件に従い、行使価額が修正または調整された場合は、本新株予約権の目的

たる株式の総数は変更されます。

当連結会計年度末における本新株予約権の数は25個であります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年５月12日

定時株主総会
普通株式 111 12.5 平成18年２月15日 平成18年５月12日

平成18年９月29日

取締役会
普通株式 75 8.5 平成18年８月15日 平成18年11月７日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月11日

定時株主総会
普通株式 75 利益剰余金 8.5 平成19年２月15日 平成19年５月14日

当連結会計年度（自　平成19年２月16日　至　平成20年２月15日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
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前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 8,883,993 698,476 － 9,582,469

合計 8,883,993 698,476 － 9,582,469

自己株式     

普通株式（注）２ 401 76 － 477

合計 401 76 － 477

（注）１．普通株式の発行済株式の株式数の増加698,476株は、新株予約権の権利行使によるものであります。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加76株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
第１回新株予約権

　　（注）１，２，３
普通株式 （注）１ 698,476 698,476 － －

 第２回新株予約権 普通株式 （注）１ － － （注）１ 0

 第３回新株予約権 普通株式 （注）１ － － （注）１ 0

 第４回新株予約権 普通株式 （注）１ － － （注）１ 0

 第５回新株予約権 普通株式 （注）１ － － （注）１ 0

連結子会

社
－ － － － － － －

合計 － － 698,476 698,476 － 2

（注）１．第１回乃至第５回新株予約権を平成18年12月８日取締役会決議により発行しております。

各回の新株予約権の総数は５個であります。なお、本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式と

し、本新株予約権１個の行使請求により当社が普通株式を交付する数は、100,000,000円を行使価額で除して

得られる最大整数となります。ただし、一定の条件に従い、行使価額が修正または調整された場合は、本新株

予約権の目的たる株式の総数は変更されます。

２．第１回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の行使の際の払込金額を行使価額で除して得た実際

の新株発行数であります。

３．第１回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

４．当連結会計年度末における本新株予約権の数は20個であります。 
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月11日

定時株主総会
普通株式 75 8.5 平成19年２月15日 平成19年５月14日

平成19年10月４日

取締役会
普通株式 75 8.5 平成19年８月15日 平成19年11月６日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月13日

定時株主総会
普通株式 81 利益剰余金 8.5 平成20年２月15日 平成20年５月14日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年２月15日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年２月15日現在）

現金及び預金勘定 2,791百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △55 

現金及び現金同等物 2,735 

現金及び預金勘定 4,492百万円

流動資産の「その他」 38 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △45 

現金及び現金同等物 4,484 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内容

株式の取得により新たに㈱ジェイドラッグ及び

㈱ニッショードラッグを連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに各社株式

の取得価額と各社取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。

※２．　　　　　　――――――

㈱ジェイドラッグ

（平成18年９月30日現在）
 

流動資産 502 百万円

固定資産 84  

連結調整勘定 △41  

流動負債 △179  

固定負債 △11  

㈱ジェイドラッグ株式の取得価額 353  

㈱ジェイドラッグの現金及び現金同

等物
△199

 

差引：㈱ジェイドラッグ取得のため

の支出
153

 

 

㈱ニッショードラッグ

（平成19年１月31日現在）

 

流動資産 5,606 百万円

固定資産 4,742  

連結調整勘定 4,027  

流動負債 △5,913  

固定負債 △2,135  

少数株主持分 △530  

㈱ニッショードラッグ株式の取得価

額
5,798

 

㈱ニッショードラッグの現金及び現

金同等物
△939

 

差引：㈱ニッショードラッグ取得の

ための支出
4,858
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相

当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

減損損失累

計額相当額

（百万円）

期末残高相

当額

（百万円）

建物及び構
築物

274 116 28 129

有形固定資
産の「その
他」

3,756 1,763 298 1,694

無形固定資
産

265 123 － 141

合計 4,295 2,003 326 1,965

 
取得価額相

当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

減損損失累

計額相当額

（百万円）

期末残高相

当額

（百万円）

建物及び構
築物

208 88 30 89

有形固定資
産の「その
他」

3,616 1,658 315 1,642

無形固定資
産の「その
他」

314 165 1 146

合計 4,139 1,912 347 1,879

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 728 百万円

１年超 1,543 

計 2,272 

１年内 708 百万円

１年超 1,424 

計 2,133 

リース資産減損勘定の残高 244 百万円 リース資産減損勘定の残高 209 百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 619 百万円

リース資産減損勘定の取崩額 50 

減価償却費相当額 522 

支払利息相当額 51 

減損損失 56 

支払リース料 836 百万円

リース資産減損勘定の取崩額 101 

減価償却費相当額 624 

支払利息相当額 58 

減損損失 54 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 283 百万円

１年超 3,126 

計 3,409 

１年内 289 百万円

１年超 3,023 

計 3,313 

店舗の賃借取引のうち、一定期間拘束性のあるものにつ

いては、オペレーティング・リースに準ずるものとして

注記することとしております。

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年２月15日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 26 73 46

(2) 債券 － － －

(3) その他 55 89 34

小計 81 163 81

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 8 8 △0

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 8 8 △0

合計 90 172 81

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 6

当連結会計年度（平成20年２月15日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 30 70 39

(2) 債券 － － －

(3) その他 33 46 13

小計 63 116 53

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 7 6 △1

(2) 債券 － － －

(3) その他 21 21 △0

小計 29 27 △1

合計 93 144 51

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 2
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

①　取引の内容及び利用目的

当社グループは、変動金利支払の借入金について、金

利上昇リスクに備えるため金利スワップ取引を行っ

ております。なお、デリバティブ取引を利用してヘッ

ジ会計を行っております。

①　取引の内容及び利用目的

同左

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の

要件を満たす金利スワップについては、特例処理を

採用しております。

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

ヘッジ対象　借入金利

ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクをヘッジする手段として

実需の範囲内で利用しており、投機目的のためのデ

リバティブ取引は行わない方針であります。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高

い有効性があると認められるため、有効性の判定を

省略しております。なお、特例処理の要件を満たし

ているものについては、その判定をもって有効性の

判定に代えております。

ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　　　　同左

②　取引に対する取組方針

当社グループは、金利スワップ取引について、変動金利

を固定金利に変換する目的で利用しているのみであ

り、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であ

ります。

②　取引に対する取組方針

　　　　　 　　　　同左

③　取引に係るリスクの内容

当社グループが利用している金利スワップ取引は市場

金利の変動によるリスクを有しております。ただし、当

社グループは支払金利の固定化を目的として取引を実

施していることから、これらが経営に与える市場リス

クは限定的なものと判断しております。

また、取引の契約先は信用度の高い金融機関であるた

め、契約不履行に係る信用リスクはほとんどないもの

と判断しております。

③　取引に係るリスクの内容

　　　　　　　 　　同左

④　取引に係るリスクの管理体制

当社グループのデリバティブ取引は、その実行につい

て各社の取締役会の承認を受けたうえで行うことと

しております。なお、全てのデリバティブ取引を連結

財務諸表提出会社の財務経理部において管理してお

ります。

④　取引に係るリスクの管理体制

　　　　　　　　　 同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）及び当連結会計年度（自　平成19年２月16

日　至　平成20年２月15日）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用して処理しておりますので該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度又は退職一時金制度を設けております。ま

た、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年２月15日）
当連結会計年度

（平成20年２月15日）

(1） 退職給付債務（百万円） △776 △898  

(2） 年金資産（百万円） 728 751  

(3） 未積立退職給付債務（百万円）(1)＋(2) △47 △146
 

(4） 未認識数理計算上の差異（百万円） △67 104  

(5） 未認識過去勤務債務（百万円） － －
 

(6）
連結貸借対照表計上額純額（百万円）

(3)＋(4)＋(5)
△115 △42  

(7） 前払年金費用（百万円） － 42  

(8） 退職給付引当金（百万円）(6)－(7) △115 △85
 

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

(1） 勤務費用（百万円） 98 119  

(2） 利息費用（百万円） 9 11  

(3） 期待運用収益（百万円） △16 △21  

(4） 数理計算上の差異の費用処理額（百万円） △8 △18  

(5） 退職給付費用（百万円）(1)＋(2)＋(3)＋(4) 82 90
 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年２月16日
 至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
 至　平成20年２月15日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2）割引率（％） 1.5 1.5

(3）期待運用収益率（％） 3.0 3.0

(4）過去勤務債務の額の処理年数（年） － －

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） ７年（各連結会計年度の発

生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の

年数による定率法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理しております。）

６年～７年（各連結会計年

度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定率法に

より按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。）
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年２月16日　至　平成20年２月15日）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年２月15日）

当連結会計年度
（平成20年２月15日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（流動の部）   

繰延税金資産   

たな卸資産 130百万円

賞与引当金 129 

未払社会保険料 14 

未払事業税 42 

未払事業所税 15 

その他 12 

繰延税金資産小計 344 

評価性引当額 △1 

繰延税金資産合計 342 

繰延税金負債   

未収事業税 0 

繰延税金負債合計 0 

繰延税金資産の純額 342 

（流動の部）   

繰延税金資産   

たな卸資産 13百万円

賞与引当金 148 

未払社会保険料 16 

未払事業税 66 

未払事業所税 16 

繰越欠損金 36 

その他 4 

繰延税金資産小計 303 

評価性引当額 △6 

繰延税金資産合計 297 

繰延税金負債   

未収事業税 0 

繰延税金負債合計 0 

繰延税金資産の純額 297 

（固定の部）   

繰延税金資産   

減価償却資産 776百万円

土地 137 

リース資産 117 

貸倒引当金 42 

退職給付引当金 46 

役員退職慰労引当金 37 

借地権 64 

繰越欠損金 170 

その他 34 

繰延税金資産小計 1,427 

評価性引当額 △333 

繰延税金資産合計 1,094 

繰延税金負債   

建設協力金 43 

その他有価証券評価差額金 32 

その他 0 

繰延税金負債合計 76 

繰延税金資産の純額 1,017 

（固定の部）   

繰延税金資産   

減価償却資産 851百万円

土地 109 

リース資産 98 

貸倒引当金等 37 

退職給付引当金 34 

長期未払金 42 

借地権 2 

繰越欠損金 241 

その他 45 

繰延税金資産小計 1,464 

評価性引当額 △432 

繰延税金資産合計 1,031 

繰延税金負債   

建設協力金 50 

その他有価証券評価差額金 15 

前払年金費用 17 

その他 0 

繰延税金負債合計 84 

繰延税金資産の純額 947 
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前連結会計年度
（平成19年２月15日）

当連結会計年度
（平成20年２月15日）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

0.2 

住民税均等割額 6.0 

評価性引当額 3.1 

税効果未認識未実現利益 0.5 

連結調整勘定償却額 △1.1 

その他 0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率

49.4 

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

0.2 

住民税均等割額 5.6 

評価性引当額 4.7 

税効果未認識未実現利益 △0.1 

のれん償却額 8.2 

その他 △0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率

59.3 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）及び当連結会計年度（自　平成19年２月16日　

至　平成20年２月15日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の合計に占める小売事業の割合が、いずれも

90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）及び当連結会計年度（自　平成19年２月16日　

至　平成20年２月15日）

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外店舗がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）及び当連結会計年度（自　平成19年２月16日　

至　平成20年２月15日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年２月16日　至　平成20年２月15日）

記載すべき重要な取引はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

１株当たり純資産額 962円07銭

１株当たり当期純利益金額 65円00銭

１株当たり純資産額 1,010円64銭

１株当たり当期純利益金額 89円44銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　　86円35銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日)

当連結会計年度
(自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 577 804

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 577 804

期中平均株式数（株） 8,883,592 8,990,401

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） － 322,271

　（うち新株予約権）（株） (　　－) (322,271)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

第１回乃至第５回新株予約権

（新株予約権の数25個）。　　　な

お、新株予約権の概要は「第一

部　企業情報　第４　提出会社の

状況　１.株式等の状況　(2)新株予

約権等の状況」に記載のとおり

であります。　　　　

第３回乃至第５回新株予約権

（新株予約権の数15個）。　　な

お、新株予約権の概要は「第一

部　企業情報　第４　提出会社の

状況　１.株式等の状況　(2)新株予

約権等の状況」に記載のとおり

であります。　　　　
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

―――――― 新株予約権の行使による増資

当連結会計年度終了後、平成20年２月16日から同年４月

30日までに第２回新株予約権の全部(５個)について権利

行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は

次のとおりであります。

（１）発行した株式の種類及び数 普通株式999,984株

（２）増加した資本金 250百万円

（３）増加した資本準備金 250百万円

これにより、平成20年４月30日現在の普通株式の発行済

株式総数は10,582,453株、資本金は2,987百万円、資本準備

金は2,973百万円となりました。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 5,340 2,640 0.99 －

１年以内に返済予定の長期借入金 3,374 4,128 1.42 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 8,142 8,476 1.48 平成21年～平成25年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他の有利子負債     

　長期未払金（１年以内返済） 260 137 1.74  

　長期未払金（１年超） 171 31 1.74 平成21年～平成22年

計 17,288 15,414 － －

　（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期未払金（１年以内返済）は流動負債の「その他」、長期未払金（１年超）は固定負債の「その他」に含

めて表示しております。

３．長期借入金及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における

返済予定額は以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 2,830 2,399 1,998 979

長期未払金 29 2 － －

（２）【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成19年２月15日）
当事業年度

（平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   1,537   2,606  

２．売掛金 ※１  917   3,673  

３．商品   8,578   9,107  

４．輸入未着商品   31   22  

５．前払費用   204   212  

６．繰延税金資産   184   220  

７．未収入金   1,144   1,317  

８．その他   189   300  

流動資産合計   12,787 38.8  17,461 45.4

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  8,656   9,469   

減価償却累計額  3,363 5,292  3,885 5,583  

２．構築物  1,171   1,301   

減価償却累計額  410 761  528 773  

３．車両・運搬具  6   6   

減価償却累計額  4 1  5 1  

４．器具・備品  1,235   1,164   

減価償却累計額  941 293  880 283  

５．土地   83   16  

６．建設仮勘定   294   68  

有形固定資産合計   6,727 20.4  6,726 17.4
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前事業年度

（平成19年２月15日）
当事業年度

（平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

(2）無形固定資産        

１．借地権   187   216  

２．ソフトウェア   1   1  

３．電話加入権   16   16  

無形固定資産合計   205 0.6  234 0.6

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   169   142  

２．関係会社株式   6,221   6,940  

３．出資金   4   4  

４．長期貸付金   2,051   2,075  

５．破産更生債権等   40   40  

６．長期前払費用   530   523  

７．繰延税金資産   651   617  

８．敷金保証金   3,021   3,066  

９．その他   620   704  

10．貸倒引当金   △62   △40  

投資その他の資産合計   13,249 40.2  14,076 36.6

固定資産合計   20,182 61.2  21,036 54.6

資産合計   32,969 100.0  38,497 100.0
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前事業年度

（平成19年２月15日）
当事業年度

（平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形   3,157   4,302  

２．買掛金   7,059   8,999  

３．短期借入金   3,240   2,140  

４．一年以内返済予定長期借入金   2,351   2,724  

５．未払金   1,160   1,471  

６．未払法人税等   359   756  

７．未払消費税等   14   166  

８．未払費用   41   40  

９．預り金   5   507  

10．前受収益   7   9  

11．賞与引当金   254   287  

流動負債合計   17,652 53.5  21,405 55.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   6,365   6,503  

２．退職給付引当金   32   －  

３．役員退職慰労引当金   91   －  

４．預り保証金   139   152  

５．その他   223   307  

固定負債合計   6,852 20.8  6,963 18.1

負債合計   24,504 74.3  28,368 73.7
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前事業年度

（平成19年２月15日）
当事業年度

（平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   2,486 7.5  2,736 7.1

２．資本剰余金        

資本準備金  2,472   2,722   

資本剰余金合計   2,472 7.5  2,722 7.1

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  95   95   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  2,650   3,050   

繰越利益剰余金  711   1,490   

利益剰余金合計   3,456 10.5  4,635 12.0

４．自己株式   △0 △0.0  △0 △0.0

株主資本合計   8,414 25.5  10,094 26.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   48 0.2  31 0.1

評価・換算差額等合計   48 0.2  31 0.1

Ⅲ　新株予約権   2 0.0  2 0.0

純資産合計   8,465 25.7  10,129 26.3

負債純資産合計   32,969 100.0  38,497 100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   72,508 100.0  87,446 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  7,454   8,578   

２．当期商品仕入高  55,765   67,803   

合計  63,219   76,381   

３．他勘定への振替高 ※１ 91   87   

４．商品期末たな卸高  8,578 54,550 75.2 9,107 67,186 76.8

売上総利益   17,958 24.8  20,260 23.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．販売促進費  1,182   1,299   

２．報酬・給与及び手当  6,583   7,175   

３．賞与引当金繰入額  254   287   

４．退職給付費用  82   75   

５．役員退職慰労引当金繰入額  8   0   

６．福利厚生費  659   722   

７．旅費交通費  228   236   

８．水道光熱費  884   977   

９．賃借料  3,584   3,801   

10．減価償却費  783   822   

11．その他  2,343 16,594 22.9 2,460 17,859 20.4

営業利益   1,363 1.9  2,401 2.7

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  43   45   

２．受取配当金  5   1   

３．受取情報処理料  251   293   

４．受取情報提供料  44   －   

５．備品受贈益  47   －   

６．転貸店舗等受取家賃  －   126   

７．その他  34 426 0.6 114 580 0.7
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前事業年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  73   161   

２．借入手数料  18   －   

３．転貸店舗等関連費用  －   127   

４．その他  22 115 0.2 25 315 0.4

経常利益   1,674 2.3  2,666 3.0

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  0   0   

２．預り保証金解約益  13   5   

３．その他  － 13 0.0 0 5 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 82   －   

２．減損損失 ※３ 437   143   

３．店舗閉鎖損失 ※４ －   84   

４．その他  0 520 0.7 55 283 0.3

税引前当期純利益   1,167 1.6  2,388 2.7

法人税、住民税及び事業税  690   1,045   

法人税等調整額  △128 561 0.8 11 1,057 1.2

当期純利益   605 0.8  1,330 1.5
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成18年２月15日　残高
（百万円）

2,486 2,472 95 2,170 816 △0 8,040

事業年度中の変動額        

別途積立金の積立
（百万円）

－ － － 480 △480 － －

利益処分による利益配当
（百万円）

－ － － － △111 － △111

剰余金の配当（百万円） － － － － △75 － △75

利益処分による役員賞与
（百万円）

－ － － － △45 － △45

当期純利益（百万円） － － － － 605 － 605

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（百万円）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － 480 △105 － 374

平成19年２月15日　残高
（百万円）

2,486 2,472 95 2,650 711 △0 8,414

 

評価・換算差
額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

平成18年２月15日　残高
（百万円）

48 － 8,088

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立
（百万円）

－ － －

利益処分による利益配当
（百万円）

－ － △111

剰余金の配当（百万円） － － △75

利益処分による役員賞与
（百万円）

－ － △45

当期純利益（百万円） － － 605

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（百万円）

△0 2 2

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△0 2 377

平成19年２月15日　残高
（百万円）

48 2 8,465

当事業年度（自　平成19年２月16日　至　平成20年２月15日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成19年２月15日　残高
（百万円）

2,486 2,472 95 2,650 711 △0 8,414

事業年度中の変動額        
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰余
金

新株の発行（百万円） 250 250 － － － － 500

別途積立金の積立
（百万円）

－ － － 400 △400 － －

剰余金の配当（百万円） － － － － △151 － △151

当期純利益（百万円） － － － － 1,330 － 1,330

　自己株式の取得
　（百万円）

－ － － － － △0 △0

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（百万円）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

250 250 － 400 779 △0 1,680

平成20年２月15日　残高
（百万円）

2,736 2,722 95 3,050 1,490 △0 10,094

 

評価・換算差
額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

平成19年２月15日　残高
（百万円）

48 2 8,465

事業年度中の変動額    

新株の発行（百万円） － － 500

別途積立金の積立
（百万円）

－ － －

剰余金の配当（百万円） － － △151

当期純利益（百万円） － － 1,330

自己株式の取得 
（百万円） 

－ － △0

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（百万円）

△16 △0 △16

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△16 △0 1,663

平成20年２月15日　残高
（百万円）

31 2 10,129
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

１．有価証券の評価基準及

び評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法によっており

ます。

(1）子会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法によっております（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定

しております。）。

(2）その他有価証券

時価のあろもの

同左

 

 時価のないもの

移動平均法による原価法によって

おります。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(1）営業店内の商品

売価還元原価法によっております。

ただし、調剤薬品については、最終仕入

原価法によっております。

(1）営業店内の商品

同左

 (2）その他の商品（配送センターや本社内

の商品）

総平均法による原価法によっておりま

す。

(2）その他の商品（配送センターや本社内

の商品）

同左

３．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　 　　　　　　 ８年～39年

器具・備品　　　　　　５年～15年

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　 　　　　　　 ８年～39年

器具・備品　　　　　　５年～15年
  （会計処理の変更）

当事業年度より、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

これによる当事業年度の損益に与える

影響は軽微であります。

なお、減価償却システムの変更に時間

を要したことから、当中間会計期間は

従来の方法によっております。これに

よる当中間会計期間の損益に与える影

響は軽微であります。
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項目
前事業年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

 (2）無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利

用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づい

ております。

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 　新株予約権発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

　株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額の当期負担額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（７年）による定率法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

ただし、当期末においては年金資産見

込額が退職給付債務見込額を超過して

いるため、投資その他の資産の「その

他」に前払年金費用42百万円を含めて

計上しております。 

数理計算上の差異は、各期の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（７年）による定率法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

 (4）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金支給に備える

ため、当社内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　　　　　　　――――――

  

 

（追加情報）

当社は、平成19年５月11日開催の定時

株主総会において、役員報酬制度の見

直しの一環として役員退職慰労金制度

を廃止いたしました。

従来、当社は役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しておりましたが、制度廃

止に伴い、役員退職慰労引当金は全額

取り崩すとともに、功労加算金部分を

合算して104百万円を固定負債の「そ

の他」に振り替えております。

なお、当該功労加算金部分は14百万円

であり、販売費及び一般管理費の「そ

の他」に計上しております。 

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては、特例処理を採用し

ております。

　　　　　　　――――――

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

 

 ヘッジ対象

借入金利

 

 (3）ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクをヘッジする

手段として実需の範囲内で利用してお

り、投機目的のためのデリバティブ取

引は行わない方針であります。

 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たしているため、その判

定をもって有効性の判定に代えており

ます。

 

８．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

　　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　　消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は8,462百万円で

あります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

――――――

―――――― （転貸店舗等受取家賃及び関連費用の処理） 

従来、店舗等の転貸取引に係る費用は、販売費及び一般

管理費の「賃借料」、「減価償却費」及び「その他」に

計上し、転貸先からの受取家賃は販売費及び一般管理費

の「賃借料」 より控除しておりましたが、当事業年度

より、子会社の買収を契機に当社の会計処理方法を見直

した結果、受取家賃を営業外収益の「転貸店舗等受取家

賃」とし、それに対応する費用を営業外費用の「転貸店

舗等関連費用」として処理することに変更いたしまし

た。

この結果、従来の方法と比較して、販売費及び一般管理

費の「賃借料」は13百万円増加し、「減価償却費」は11

百万円、「その他」は３百万円それぞれ減少し、営業利

益が１百万円増加しておりますが、経常利益及び税引前

当期純利益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

（貸借対照表）

前事業年度まで投資その他の資産に区分掲記しており

ました「店舗賃借仮勘定」は、当事業年度において総資

産の100分の１以下となったため、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しております。

なお、当事業年度の「店舗賃借仮勘定」は103百万円で

あります。

（貸借対照表）

――――――

（損益計算書）

前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「受取情報提供料」は当事業年度にお

いて、営業外収益の100分の10を超えたため区分掲記い

たしました。

なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含まれる

「受取情報提供料」は11百万円であります。

（損益計算書）

前事業年度において区分掲記しておりました営業外収

益の「受取情報提供料」は、営業外収益の総額の100分

の10以下となったため、当事業年度においては、営業外

収益の「その他」に含めております。

なお、当事業年度の「受取情報提供料」は、39百万円で

あります。

 

前事業年度において区分掲記しておりました営業外収

益の「備品受贈益」は、営業外収益の総額の100分の10

以下となったため、当事業年度においては、営業外収益

の「その他」に含めております。

なお、当事業年度の「備品受贈益」は、45百万円であり

ます。

 

前事業年度において区分掲記しておりました営業外費

用の「借入手数料」は、営業外費用の総額の100分の10

以下となったため、当事業年度においては、営業外費用

の「その他」に含めております。

なお、当事業年度の「借入手数料」は、13百万円であり

ます。

 

前事業年度において区分掲記しておりました特別損失

の「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10

以下となったため、当事業年度においては、特別損失の

「その他」に含めて表示しております。

なお、当事業年度の「固定資産除却損」は16百万円であ

ります。

 

店舗閉鎖に伴い発生する固定資産除却損、リース解約損

及びその他の費用については、閉店に伴う損失をより明

瞭に表示するため、当事業年度より「店舗閉鎖損失」と

して区分掲記しております。

なお、前事業年度の当該表示の方法によった場合の「店

舗閉鎖損失」は82百万円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年２月15日）

当事業年度
（平成20年２月15日）

※１．　　　　　　―――――― ※１．関係会社に対する資産・負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれる関係

会社に対する主な資産は次のとおりであります。

売掛金　　　　　　　　　　　　　2,778百万円

２．財務制限条項

借入金のうち2,500百万円には、財務制限条項がつい

ており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該

当する借入先に対し、借入金を一括返済することに

なっております。

①年度決算期末及び中間期末における連結貸借対

照表または貸借対照表の資本の部の金額（純資

産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予約権及

び少数株主持分の合計額を控除した金額）が、直

前の年度決算期末または中間期末並びに平成17

年２月決算末日における連結貸借対照表及び貸

借対照表の資本の部の金額（同）の75％をそれ

ぞれ下回らないこと。

②年度決算期末における連結損益計算書または損

益計算書の経常損益の額が２期連続して損失と

ならないこと。

２．財務制限条項

借入金のうち1,500百万円には、財務制限条項がつい

ており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該

当する借入先に対し、借入金を一括返済することに

なっております。

①年度決算期末及び中間期末における連結貸借対

照表または貸借対照表の資本の部の金額（純資

産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予約権及

び少数株主持分の合計額を控除した金額）が、直

前の年度決算期末または中間期末並びに平成17

年２月決算末日における連結貸借対照表及び貸

借対照表の資本の部の金額（同）の75％をそれ

ぞれ下回らないこと。

②年度決算期末における連結損益計算書または損

益計算書の経常損益の額が２期連続して損失と

ならないこと。

３．貸出コミットメントライン契約

当社は、設備資金を確保するとともに、資金調達の

機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行

７行と貸出コミットメントライン契約を締結して

おります。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

３．貸出コミットメントライン契約

当社は、設備資金を確保するとともに、資金調達の

機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行

７行と貸出コミットメントライン契約を締結して

おります。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの金額 5,000百万円

借入実行残高 2,500 

差引額 2,500 

貸出コミットメントの金額 5,000百万円

借入実行残高 1,500 

差引額 3,500 

EDINET提出書類

株式会社キリン堂(E03353)

有価証券報告書

 88/108



（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

※１．他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

販売促進費への振替高 52百万円

販売費及び一般管理費の

「その他」への振替高

38 

計 91 

販売促進費への振替高 49百万円

販売費及び一般管理費の

「その他」への振替高

37 

計 87 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．　　　　　　――――――

建物 30百万円

構築物 0 

器具・備品 3 

敷金保証金 30 

建設協力金 3 

原状復帰費用 13 

計 82 

 

※３．当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

※３．当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類 減損損失
(百万円)

滋賀県彦
根市他

店舗 建物及び器
具備品等

437

場所 用途 種類 減損損失
(百万円)

京都府宇
治市他

店舗 建物及び器
具備品等

143

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、主として店舗を基本単位としてグルーピング

しております。その結果、市場価格の著しい下落ま

たは収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額

（リース資産についてはみなし帳簿価額）を下

回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（437百万

円）として計上いたしました。

※減損損失の内訳

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、主として店舗を基本単位としてグルーピング

しております。その結果、市場価格の著しい下落ま

たは収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額

（リース資産についてはみなし帳簿価額）を下

回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（143百万

円）として計上いたしました。

※減損損失の内訳

建物 301百万円

構築物 33 

器具・備品 11 

長期前払費用 0 

リース資産 91 

計 437 

建物 68百万円

構築物 5 

器具・備品 7 

長期前払費用 0 

リース資産 61 

計 143 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価

値により算定しております。使用価値は、将来

キャッシュ・フローを4.5％または6.6％で割り引い

て算定しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価

値により算定しております。使用価値は、将来

キャッシュ・フローを4.8％で割り引いて算定して

おります。

※４．　　　　　　―――――― ※４．店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。

 建物除却損 12百万円

構築物除却損 3 

敷金保証金除却損 23 

建設協力金除却損 8 

原状復帰費用 18 

その他 17 

計 84 
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
　当事業年度増加
　株式数（株）

　当事業年度減少
　株式数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 401 － － 401

合計 401 － － 401

当事業年度（自　平成19年２月16日　至　平成20年２月15日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
　当事業年度増加
　株式数（株）

　当事業年度減少
　株式数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式　（注） 401 76 － 477

合計 401 76 － 477

（注）　当事業年度の増加76株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相

当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

減損損失

累計額相

当額

（百万円）

期末残高相

当額

（百万円）

建物 173 67 23 81

構築物 80 43 4 33

器具・備品 3,169 1,307 255 1,606

ソフトウェ
ア

263 123 － 139

合計 3,686 1,541 284 1,860

 
取得価額相

当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

減損損失

累計額相

当額

（百万円）

期末残高相

当額

（百万円）

建物 134 48 17 68

構築物 53 30 6 16

器具・備品 3,117 1,405 278 1,433

ソフトウェ
ア

307 164 1 140

合計 3,613 1,648 305 1,658

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 639百万円

１年超 1,477 

計 2,116 

リース資産減損勘定の残高 192百万円

１年内 626百万円

１年超 1,259 

計 1,885 

リース資産減損勘定の残高 176百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 617百万円

リース資産減損勘定の取崩額 50 

減価償却費相当額 520 

支払利息相当額 51 

減損損失 55 

支払リース料 718百万円

リース資産減損勘定の取崩額 71 

減価償却費相当額 538 

支払利息相当額 52 

減損損失 46 

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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前事業年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

貸主側

未経過リース料期末残高相当額

貸主側

未経過リース料期末残高相当額

１年内 3百万円

１年超 14 

計 17 

１年内 4百万円

１年超 14 

計 19 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側

の未経過リース料期末残高相当額でありま

す。なお、当該転貸リース取引は、概ね同一の

条件で関係会社にリースしておりますので、

ほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過

リース料期末残高相当額に含まれておりま

す。

（注）　　　　　　　同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 157百万円

１年超 1,924 

計 2,081 

１年内 167百万円

１年超 1,967 

計 2,135 

店舗の賃借取引のうち、一定期間拘束性のあるものにつ

いては、オペレーティング・リース取引に準ずるものと

して注記することとしております。

同左

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）及び当事業年度（自　平成19年２月16日　至平成20年

２月15日）における子会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年２月15日）

当事業年度
（平成20年２月15日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（流動の部）   

繰延税金資産   

賞与引当金 103百万円

未払社会保険料 11 

未払事業税 35 

未払事業所税 9 

商品 13 

その他 12 

繰延税金資産の合計 184 

（流動の部）   

繰延税金資産   

賞与引当金 116百万円

未払社会保険料 13 

未払事業税 65 

未払事業所税 10 

商品 11 

その他 2 

繰延税金資産の合計 220 

（固定の部）   

繰延税金資産   

減価償却資産 506百万円

土地 34 

リース資産 90 

投資有価証券 16 

貸倒引当金 27 

退職給付引当金 13 

役員退職慰労引当金 37 

建設協力金 3 

敷金保証金 6 

その他有価証券評価差額金 0 

その他 13 

繰延税金資産小計 748 

評価性引当額 △36 

繰延税金資産合計 712 

繰延税金負債   

建設協力金 28百万円

その他有価証券評価差額金 31 

繰延税金負債合計 60 

繰延税金資産の純額 651 

（固定の部）   

繰延税金資産   

減価償却資産 535百万円

土地 6 

リース資産 82 

投資有価証券 16 

貸倒引当金等 32 

長期未払金 42 

建設協力金 2 

敷金保証金 6 

その他有価証券評価差額金 0 

その他 9 

繰延税金資産小計 734 

評価性引当額 △51 

繰延税金資産合計 683 

繰延税金負債   

建設協力金 33百万円

前払年金費用 17 

その他有価証券評価差額金 15 

繰延税金負債合計 66 

繰延税金資産の純額 617 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

0.2 

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目

△0.0 

住民税均等割額 5.8 

評価性引当額 1.5 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率

48.1 

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

0.1 

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目

△0.0 

住民税均等割額 3.0 

評価性引当額 0.6 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率

44.3 
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

１株当たり純資産額 952円63銭

１株当たり当期純利益 68円20銭

１株当たり純資産額   1,056円86銭

１株当たり当期純利益  148円04銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　142円92銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
前事業年度

(自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日)

当事業年度
(自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 605 1,330

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 605 1,330

期中平均株式数（株） 8,883,592 8,990,401

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） － 322,271

　（うち新株予約権）（株） (　　－) (322,271)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要

第１回乃至第５回新株予約権

（新株予約権の数25個）。　　な

お、新株予約権の概要は「第一

部　企業情報　第４　提出会社の

状況　１.株式等の状況　(2)新株予

約権等の状況」に記載のとおり

であります。

第３回乃至第５回新株予約権

（新株予約権の数15個）。　　な

お、新株予約権の概要は「第一

部　企業情報　第４　提出会社の

状況　１.株式等の状況　(2)新株予

約権等の状況」に記載のとおり

であります。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年２月16日
至　平成19年２月15日）

当事業年度
（自　平成19年２月16日
至　平成20年２月15日）

―――――― 新株予約権の行使による増資

当事業年度終了後、平成20年２月16日から同年４月30日

までに第２回新株予約権の全部(５個)について権利行使

がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は次の

とおりであります。

（１）発行した株式の種類及び数 普通株式999,984株

（２）増加した資本金 250百万円

（３）増加した資本準備金 250百万円

これにより、平成20年４月30日現在の普通株式の発行済

株式総数は10,582,453株、資本金は2,987百万円、資本準備

金は2,973百万円となりました。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が、資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を

省略しております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 8,656 1,007
193

(68)
9,469 3,885 630 5,583

構築物 1,171 142
12

(5)
1,301 528 121 773

車両・運搬具 6 －
－

(－)
6 5 0 1

器具・備品 1,235 80
151

(7)
1,164 880 74 283

土地 83 －
67

 (－)
16 － － 16

建設仮勘定 294 1,057
1,283

 (－)
68 － － 68

有形固定資産計 11,447 2,287
1,708

(80)
12,026 5,300 827 6,726

無形固定資産        

借地権 － －
－

  (－)
216 － － 216

ソフトウェア － －
－

  (－)
1 0 0 1

電話加入権 － －
－

  (－)
16 － － 16

無形固定資産計 － －
－

  (－)
234 0 0 234

長期前払費用 541 66
73

(0)
534 10 6

523

(504)

繰延資産        

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

　（注）１．「当期減少額」欄の（　　）内の金額は内数で、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額の主なものは次のとおりであります。

資産の種類 増加の原因（百万円）

建物 金沢松村店 131 

 西脇小坂店 129 

 朝霧店 125 

 安曇川店 102 

 姫路網干店 58 

 転貸店舗（旧都島店） 56 

 坂出入船店 55 

建設仮勘定 大美野店 35 

 百舌鳥梅町店 23 

３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。
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４．長期前払費用の（　　）内の金額は内数で、賃借料、リース料及び保険料の期間配分に係るものであり、

減価償却費と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 62 － 22 0 40

賞与引当金 254 287 254 － 287

役員退職慰労引当金 91 0 1 90 －

　（注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、貸倒引当金の設定対象となった債権が回収されたことにより不要

となった残高の取崩であります。

２．役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う固定負債の「その他」

への振替によるものであります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 314

預金の種類  

当座預金 1,743

普通預金 508

定期預金 40

小計 2,291

合計 2,606

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱ニッショードラッグ 2,588

国民健康保険団体連合会 362

社会保険診療報酬支払基金 329

㈱ジェイドラッグ 190

イオン㈱ 40

その他 163

合計 3,673

　（注）　イオン㈱の売掛金は、同社及び同社関連グループ会社に対するものであります。

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────

2
──────

(B)
─────

365

917 19,041 16,285 3,673 81.6 44.0

　（注）　上記金額には、消費税等が含まれております。
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ハ．商品

区分 金額（百万円）

医薬品 2,799

健康食品 556

化粧品 3,465

育児用品 301

雑貨等 1,985

合計 9,107

ニ．輸入未着商品

区分 金額（百万円）

商品代 22

合計 22

②　固定資産

イ．関係会社株式

区分 金額（百万円）

子会社株式  

㈱ニッショードラッグ 6,497

㈱ジェイドラッグ 353

㈱健美舎 69

㈱キリンドウベスト 20

 6,940

ロ．長期貸付金

区分 金額（百万円）

賃借物件建設協力金 2,075

合計 2,075

ハ．敷金保証金

区分 金額（百万円）

賃借物件敷金保証金 3,018

その他 48

合計 3,066

③　流動負債

イ．支払手形

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱大木 1,914

㈱コバショウ 589

㈱あらた 435
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相手先 金額（百万円）

岡内大木㈱ 228

ゼリア新薬工業㈱ 210

その他 924

合計 4,302

（注）㈱コバショウは平成20年４月１日付にて、㈱パルタックを存続会社とする合併を行い、社名を㈱パルタックKSに

変更しております。

期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成20年３月 1,691

４月 923

５月 783

６月 488

７月 407

８月 6

合計 4,302

ロ．買掛金

相手先 金額（百万円）

㈱パルタック 1,298

シーエス薬品㈱ 728

㈱あらた 711

森川産業㈱ 521

三井食品㈱ 300

その他 5,439

合計 8,999

（注）㈱パルタックは平成20年４月１日付にて㈱コバショウと、㈱パルタックを存続会社とする合併を行い、社名を㈱

パルタックKSに変更しております。
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ハ．短期借入金

借入先 金額（千円）

㈱みずほ銀行 880

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 628

㈱りそな銀行 254

信金中央金庫 94

住友信託銀行㈱ 94

㈱第三銀行 94

中央三井信託銀行㈱ 94

合計 2,140

④　固定負債

イ．長期借入金

借入先
金額（百万円）

（うち一年以内返済予定額）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
3,194

(995)

㈱みずほ銀行
2,345

(644)

㈱りそな銀行
1,256

(274)

㈱三井住友銀行 
779

(274)

中央三井信託銀行㈱ 
541

(183)

日本生命保険(相)
476

(160)

㈱京都銀行
166

(40)

㈱阿波銀行
162

(40)

信金中央金庫
138

(40)

住友信託銀行㈱
138

(40)

㈱第三銀行
28

(28)

合計
9,228

(2,724)

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ２月16日から２月15日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月15日

株券の種類 100株券　1,000株券　10,000株券

剰余金の配当の基準日
８月15日

２月15日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社

取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 １枚につき50円＋印紙税相当額

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社

取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることが

できないときは、日本経済新聞に掲載する。

公告掲載URL

http://www.kirindo.co.jp/m-ir/m-ir01.html

株主に対する特典 該当事項はありません。

 （注）　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、同法第166条第１項の規定　　に

よる請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける

権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第49期）（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）平成19年５月14日近畿財務局長に提出

(2）有価証券報告書の訂正報告書

平成19年６月20日近畿財務局長に提出

事業年度（第49期）（自　平成18年２月16日　至　平成19年２月15日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

ります。

(3）半期報告書

（第50期中）（自　平成19年２月16日　至　平成19年８月15日）平成19年11月９日近畿財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

   平成19年５月11日

株式会社キリン堂    

 取　締　役　会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 和田　朝喜　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岡本　健一郎　　印

     

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社キリン堂の平成18年２月16日から平成19年２月15日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社キリン堂及び連結子会社の平成19年２月15日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

   平成20年５月14日

株式会社キリン堂    

 取　締　役　会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 和田　朝喜　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岡本　健一郎　　印

     

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社キリン堂の平成19年２月16日から平成20年２月15日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社キリン堂及び連結子会社の平成20年２月15日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

   平成19年５月11日

株式会社キリン堂    

 取　締　役　会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 和田　朝喜　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岡本　健一郎　　印

     

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社キリン堂の平成18年２月16日から平成19年２月15日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社キ

リン堂の平成19年２月15日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

   平成20年５月14日

株式会社キリン堂    

 取　締　役　会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 和田　朝喜　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岡本　健一郎　　印

     

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社キリン堂の平成19年２月16日から平成20年２月15日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社キ

リン堂の平成20年２月15日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。
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